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は
じ
め
に

　

鞠
智
城
は
七
世
紀
後
半
に
築
か
れ
た
古
代
山
城
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
の
熊

本
県
山
鹿
市
菊
鹿
町
米
原
・
木
野
、
菊
池
市
木
野
の
一
帯
に
は
、
そ
の
遺
跡
で

あ
る
鞠
智
城
跡
が
所
在
し
て
お
り
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
多
く
の
成
果
が
あ

が
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
発
掘
調
査
成
果
を
前
提
に
、
主
と
し
て
文

字
資
料
の
分
析
に
も
と
づ
く
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
特
に
古
代
氏
族
の
分
析
を

通
し
て
、鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た
背
景
の
一
端
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　
（
１
）
鞠
智
城
の
概
要

　

ま
ず
は
文
献
史
料
に
も
と
づ
き
、
鞠
智
城
の
概
要
を
確
認
し
た
い
。
鞠
智
城

の
史
料
上
の
初
見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

【
史
料
１
】『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
（
六
九
八
）
五
月
甲
申
（
二
十
五
日
）

条　

　
　

令
三
大
宰
府
繕
二
治
大
野
・
基
肄
・
鞠
智
三
城
一
。

　

右
は
大
宰
府
に
命
じ
て
大
野
・
基
肄
・
鞠
智
の
三
城
を
繕
治
さ
せ
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。こ
の
う
ち
大
野
・
基
肄
の
二
城
に
つ
い
て
は
天
智
四
年（
六
六
五
）

に
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る 

（
一
）。
し
か
し
、
鞠
智
城
の
造
営
に
つ
い
て

は
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

次
に
鞠
智
城
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
九
世
紀
半
ば
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

天
安
二
年（
八
五
八
）閏
二
月
二
十
四
日
に
菊
池
城
院
の
兵
庫
の
鼓
が
自
ら
鳴
っ

た
こ
と
を
肥
後
国
が
報
告
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
二
）。
ま
た
、
そ
の
翌
日

に
も
鳴
っ
た
こ
と
が
み
え
る
（
三
）。
そ
し
て
同
年
六
月
に
は
、
菊
池
城
院
の
兵

庫
の
鼓
が
自
ら
鳴
り
、
同
城
の
不
動
倉
十
一
宇
が
火
災
に
あ
っ
た
と
い
う
（
四
）。

さ
ら
に
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
三
月
に
も
、
菊
池
郡
城
院
の
兵
庫
の
戸
が
自
ら

鳴
っ
た
こ
と
が
み
え
る
（
五
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
の
様
相
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
遅
く
と
も
七
世
紀
末
に
は
築
城
さ
れ
て
お

り
、
九
世
紀
後
半
ま
で
は
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
途
中
で
一

時
的
に
機
能
が
停
止
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
）。

　

こ
の
鞠
智
城
の
遺
跡
が
、
菊
池
川
の
中
流
域
、
そ
の
右
岸
に
広
が
る
標
高

一
四
五
メ
ー
ト
ル
前
後
の
「
米
原
台
地
」
に
所
在
す
る
。
鞠
智
城
跡
は
熊
本
県

教
育
委
員
会
な
ど
に
よ
り
発
掘
調
査
が
続
け
ら
れ
、
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
一
九
八
三
・
二
〇
一
二
）。
発
掘
調
査
で

は
、
鼓
楼
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
八
角
形
建
物
跡
を
含
む
七
二
棟
の
建
物
跡

や
貯
水
池
跡
、
門
跡
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
遺
物
と
し
て
は
、
貯
水

池
跡
か
ら
出
土
し
た
銅
造
菩
薩
立
像
や
、「
秦
人
」
の
文
字
が
記
さ
れ
た
木
簡

（
一
号
木
簡
）
な
ど
が
特
筆
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
発
掘
調
査
の
成
果
を
踏
ま

え
、
報
告
書
は
建
物
の
変
遷
を
Ⅰ
期
（
七
世
紀
第
３
四
半
期
〜
七
世
紀
第
４
四

半
期
）、
Ⅱ
期
（
七
世
紀
末
〜
八
世
紀
第
１
四
半
期
前
半
）、
Ⅲ
期
（
八
世
紀
第
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１
四
半
期
後
半
〜
八
世
紀
第
３
四
半
期
）、
Ⅳ
期
（
八
世
紀
第
４
四
半
期
〜
九

世
紀
第
３
四
半
期
）、
Ⅴ
期
（
九
世
紀
第
４
四
半
期
〜
十
世
紀
第
３
四
半
期
）

の
五
時
期
に
区
分
し
て
い
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。

　

以
上
の
考
古
学
的
な
知
見
を
う
け
、
鞠
智
城
が
大
野
・
基
肄
の
二
城
と
お
お

よ
そ
同
時
期
に
あ
た
る
七
世
紀
第
３
四
半
期
に
築
か
れ
た
こ
と
、
史
料
上
最
後

に
確
認
で
き
る
九
世
紀
後
半
以
降
も
一
〇
〇
年
間
近
く
存
続
し
た
こ
と
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
必
ず
し
も
こ
の
間
に
鞠
智
城
が
機
能
し
続
け
た
と
は

限
ら
な
い
。
八
世
紀
第
２
四
半
期
〜
第
３
四
半
期
に
つ
い
て
は
遺
物
が
ほ
と
ん

ど
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
機
能
を
停
止
し
て
い
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
向

井
二
〇
一
四
）。

　
（
２
）
鞠
智
城
の
築
造
背
景
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

 　

次
に
、
鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た
背
景
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
概
観
し
た
い
。

ま
ず
鞠
智
城
跡
に
関
す
る
先
駆
的
な
研
究
を
お
こ
な
っ
た
坂
本
經
堯
氏
は
、
白

村
江
の
敗
戦
後
、
外
寇
に
備
え
て
構
築
さ
れ
た
「
百
済
式
山
城
」
の
一
つ
と

し
て
鞠
智
城
を
位
置
づ
け
た
（
坂
本
一
九
七
九
）。
そ
の
後
も
、
鞠
智
城
が
白

村
江
の
敗
戦
を
う
け
て
唐
・
新
羅
の
侵
攻
に
備
え
る
た
め
に
築
造
さ
れ
た
と

す
る
見
方
は
、
多
く
の
論
者
に
継
承
さ
れ
て
い
る
（
乙
益
一
九
八
三
、
小
田

二
〇
一
三
、
佐
藤
二
〇
一
四
な
ど
）。

　

他
方
、
鞠
智
城
は
九
州
地
方
の
勢
力
へ
対
処
す
る
た
め
に
築
造
さ
れ
た
と
す

る
見
方
も
あ
る
。
例
え
ば
富
田
紘
一
氏
は
、
白
村
江
敗
戦
後
の
大
和
朝
廷
が
、

火
君
氏
を
牽
制
す
る
意
味
で
、
肥
後
北
部
の
穀
倉
地
帯
の
中
央
に
鞠
智
城
を
築

い
た
と
す
る
（
富
田
一
九
七
九
）。
ま
た
木
﨑
康
弘
氏
は
、
九
州
に
お
け
る
古

代
山
城
の
分
布
な
ど
か
ら
、
百
済
滅
亡
を
う
け
た
ヤ
マ
ト
王
権
が
、
内
憂
回
避

策
と
し
て
筑
紫
君
氏
や
火
君
氏
、菊
池
川
流
域
の
豪
族
な
ど
を
牽
制
す
る
た
め
、

そ
れ
ら
を
囲
繞
す
る
よ
う
に
山
城
群
を
構
築
し
、
特
に
日
置
氏
や
火
君
氏
な
ど

菊
池
川
以
南
の
勢
力
を
対
象
と
し
て
築
か
れ
た
の
が
鞠
智
城
で
あ
っ
た
と
す
る

（
木
﨑
二
〇
一
四
）。

　

鞠
智
城
が
九
州
地
方
の
豪
族
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
て
築
か
れ
た
と
す
る
研

究
の
な
か
に
は
、
特
に
こ
う
し
た
勢
力
に
よ
る
外
交
が
倭
王
権
に
よ
っ
て
警
戒

さ
れ
た
の
だ
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
例
え
ば
長
洋
一
氏
は
、
九
州
西
海
岸
の
豪

族
が
大
陸
文
化
受
容
の
窓
口
を
新
羅
に
求
め
る
可
能
性
を
中
央
権
力
が
警
戒

し
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を
牽
制
す
る
た
め
火
君
氏
の
根
拠
地
に
接
し
て
鞠
智
城

が
造
営
さ
れ
た
と
す
る
（
長
一
九
九
一
ａ
）。
さ
ら
に
近
年
、
柿
沼
亮
介
氏
は
、

火
葦
北
国
造
や
肥
君
氏
、
水
沼
君
氏
と
い
っ
た
有
明
海
沿
岸
の
勢
力
が
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
外
交
ル
ー
ト
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
王
権
が
そ

れ
を
抑
え
て
外
交
権
を
掌
握
す
る
た
め
、
大
宰
府
と
と
も
に
設
置
さ
れ
た
の
が

鞠
智
城
で
あ
っ
た
と
す
る
（
柿
沼
二
〇
一
四
）。

　

こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
は
、
鞠
智
城
そ
の
も
の
の
機
能
や
立
地
な
ど
に
加

え
、
火
君
氏
な
ど
肥
後
の
勢
力
の
性
格
や
動
態
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
し
か

し
肥
後
の
勢
力
、
と
り
わ
け
火
君
氏
を
め
ぐ
っ
て
は
、
分
布
や
系
譜
な
ど
さ
ら

な
る
検
討
を
要
す
る
点
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
鞠
智
城

の
築
造
と
関
連
づ
け
る
理
解
に
も
関
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、鞠
智
城
の
築
造
に
あ
た
っ
て
肥
後
の
勢
力
が
い
わ
ば
「
仮
想
敵
」

の
如
く
み
な
さ
れ
た
と
捉
え
る
研
究
が
あ
る
一
方
、
鞠
智
城
の
築
造
に
与
し
た

存
在
と
し
て
肥
後
の
勢
力
を
取
り
上
げ
る
研
究
も
あ
る
。
鞠
智
城
の
立
地
を
歴

史
的
環
境
か
ら
探
る
一
環
と
し
て
、
火
国
に
勢
力
を
有
し
た
肥
君
氏
と
の
関
わ

り
を
検
討
し
た
宮
川
麻
紀
氏
は
、
古
墳
の
消
長
か
ら
菊
池
川
下
流
域
の
勢
力
が

六
世
紀
に
減
退
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
肥
君
氏
が
宇
土
か
ら
八
代
へ
勢
力
を

拡
大
し
た
と
さ
れ
る
時
期
が
そ
う
し
た
動
き
と
重
な
る
こ
と
、
菊
池
川
中
流
域
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に
所
在
す
る
木
柑
子
フ
タ
ツ
カ
サ
ン
古
墳
（
六
世
紀
前
半
、
前
方
後
円
墳
）
や

木
柑
子
高
塚
古
墳
（
六
世
紀
後
半
、
前
方
後
円
墳
）
に
置
か
れ
た
石
製
表
飾
が

岩
戸
山
古
墳
と
類
似
し
て
お
り
筑
紫
君
氏
と
の
親
和
性
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
五
世
紀
末
以
降
に
菊
池
川
下
流
域
の
勢
力
が
大
和
朝
廷
と
の
つ
な

が
り
を
保
て
な
く
な
り
弱
体
化
し
た
の
を
捉
え
、
宇
土
半
島
を
本
拠
と
し
て
い

た
肥
君
氏
が
筑
紫
君
氏
と
結
び
な
が
ら
未
開
発
の
菊
池
川
中
流
域
へ
進
出
し
、

車
路
の
源
流
と
な
る
道
路
が
開
発
さ
れ
、
鞠
智
城
が
築
か
れ
る
前
提
と
な
っ
た

と
す
る
（
宮
川
二
〇
一
三
）。
ま
た
須
永
忍
氏
は
「
鞠
智
城
に
最
も
近
い
位
置

を
本
拠
と
し
た
肥
後
の
国
造
」
と
し
て
阿
蘇
君
氏
に
着
目
し
、
阿
蘇
君
氏
が
那

津
官
家
の
修
造
や
維
持
・
管
理
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
た
う

え
で
、
阿
蘇
君
氏
は
そ
う
し
た
倭
王
権
と
の
特
殊
な
関
係
を
背
景
と
し
て
菊
池

郡
域
を
含
む
肥
後
北
部
を
阿
蘇
国
に
包
括
し
、
白
村
江
敗
戦
後
は
阿
蘇
国
造
と

し
て
鞠
智
城
の
造
営
に
協
力
し
た
と
す
る
（
須
永
二
〇
一
七
）。

　

両
氏
の
研
究
は
、
主
と
し
て
取
り
上
げ
た
氏
族
は
異
な
る
も
の
の
、
鞠
智
城

が
築
造
さ
れ
た
背
景
と
し
て
肥
後
の
勢
力
の
動
向
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

鞠
智
城
は
中
央
権
力
で
あ
る
倭
王
権
の
主
導
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
こ
う
し
た
大
規
模
な
造
営
事
業
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
力
編
成
な
ど

の
面
で
現
地
の
勢
力
と
の
関
わ
り
が
重
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
鞠
智
城
が

築
造
さ
れ
た
背
景
を
考
え
る
う
え
で
、
所
在
地
周
辺
に
お
け
る
諸
勢
力
と
の
関

係
を
探
ろ
う
と
す
る
視
点
は
継
承
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
先

行
研
究
に
問
題
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
ず
宮
川
説
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
の
菊
池
川
中
流
域
に
お
い
て
石
製
表
飾

を
と
も
な
う
古
墳
を
造
営
し
た
勢
力
が
筑
紫
君
氏
と
結
び
つ
く
点
は
認
め
ら
れ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
肥
君
氏
あ
る
い
は
筑
紫
火
君
氏
と
み
て
よ
い
か
は
疑
問

が
あ
る
。 

ま
た
須
永
説
に
つ
い
て
は
、
那
津
官
家
の
「
修
造
」
に
あ
た
っ
て
阿

蘇
君
氏
が
茨
田
屯
倉
の
穀
を
運
搬
す
る
と
い
っ
た
形
で
関
与
し
た
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、「
現
地
に
お
け
る
中
核
的
存
在
」
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た

か
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、国
造
制
下
に
お
い
て
後
の
菊
池
郡
域
が
「
阿
蘇
国
」

の
一
部
で
あ
っ
た
と
す
る
点
も
明
ら
か
で
な
く
、
鞠
智
城
の
築
造
に
お
い
て
阿

蘇
君
氏
が
果
た
し
た
役
割
も
明
確
で
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
鞠
智
城
の
築
造
に

ど
の
よ
う
な
勢
力
が
関
与
し
た
か
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
も

そ
も
鞠
智
城
の
所
在
地
周
辺
に
ど
の
よ
う
な
勢
力
が
い
た
か
不
明
な
点
に
原
因

の
一
端
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
、
周
辺
勢
力
と
の
関
わ
り
か
ら
古
代
山
城
を
捉
え
る
研
究

が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
向
井
一
雄
氏
は
、
有
明
海
沿
岸
や
吉
備
で

は
六
世
紀
代
の
有
力
古
墳
群
を
故
意
に
避
け
て
古
代
山
城
が
選
地
さ
れ
て
お

り
、
在
地
勢
力
に
よ
る
築
城
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
向
井

一
九
九
一
）。
ま
た
周
辺
遺
跡
と
の
関
係
か
ら
古
代
山
城
と
地
域
勢
力
の
関
係

を
検
討
し
た
乗
岡
実
氏
は
、
古
代
山
城
の
立
地
は
特
定
の
在
地
勢
力
と
の
相
関

性
が
見
出
し
難
い
一
方
、
官
道
を
は
じ
め
と
す
る
「
畿
内
政
権
」
に
よ
る
施
設

と
の
接
近
性
が
強
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
乗
岡
二
〇
一
〇
）。
さ
ら
に
、
こ

う
し
た
視
点
か
ら
鞠
智
城
の
立
地
を
捉
え
る
試
み
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
向
井
氏

は
鞠
智
城
の
立
地
に
関
し
て
、
所
在
地
の
菊
池
郡
に
は
古
墳
時
代
の
全
期
間
を

通
し
て
前
方
後
円
墳
が
築
か
れ
て
い
な
い
一
方
、
瀬
戸
口
横
穴
群
と
い
っ
た
横

穴
墓
が
多
く
造
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
い
る
（
向
井
二
〇
一
四
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
山
城
の
立
地
を
周
辺
遺
跡
と
の
関
わ
り
か
ら
捉
え
る
研

究
が
あ
り
、
鞠
智
城
に
つ
い
て
も
そ
う
い
っ
た
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
文
字
資
料
の
分
析
か
ら
は
、
鞠
智
城
の
所
在
地
周
辺
に
お
け

る
勢
力
の
実
態
解
明
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
は
、
鞠

智
城
の
所
在
地
周
辺
に
ど
の
よ
う
な
氏
族
が
分
布
す
る
か
復
元
す
る
と
こ
ろ
か
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ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
鞠
智
城
の
築
造
背
景
を
め
ぐ
っ
て
、
肥
後
の
勢
力
と
の
関
係
を
論
じ

た
先
行
研
究
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
問
題
点
を
考
え
て
き
た
。
ま
ず
、
鞠
智
城

が
現
地
の
勢
力
に
対
処
す
る
た
め
に
築
造
さ
れ
た
と
す
る
説
を
検
証
す
る
に

は
、
肥
後
の
勢
力
、
と
り
わ
け
し
ば
し
ば
取
り
沙
汰
さ
れ
る
火
君
氏
の
歴
史
的

性
格
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
敵
対
的
な
関
係
を
想
定
す
る
に

し
て
も
、
協
力
的
な
関
係
を
想
定
す
る
に
し
て
も
、

鞠
智
城
の
築
造
を
現
地
の
勢
力
と
関
連
づ
け
て
考

え
る
な
ら
ば
、
鞠
智
城
の
所
在
地
周
辺
に
ど
の
よ

う
な
人
々
が
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
点
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
火
君
氏
や
菊

池
地
域
（
令
制
下
の
菊
池
郡
域
に
相
当
す
る
一
帯
）

に
関
わ
る
諸
氏
族
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
分
析
を
通

し
て
古
代
の
肥
後
に
お
け
る
地
域
社
会
の
実
態
を

検
討
す
る
。
こ
う
し
た
作
業
に
よ
っ
て
、
鞠
智
城

の
築
造
背
景
を
解
明
す
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

二
．
肥
後
の
古
代
氏
族
―
火
君
氏
を
中
心
に
―

　
（
１
）
肥
後
に
お
け
る
古
代
氏
族
の
特
徴

　

肥
後
の
古
代
氏
族
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
そ

の
前
提
作
業
と
し
て
、
諸
史
料
か
ら
肥
後
の
氏
族

分
布
を
郡
ご
と
に
復
元
し
た
も
の
が
第
１
表
で
あ

る
。

　

肥
後
の
氏
族
を
概
観
し
て
ま
ず
留
意
さ
れ
る
の

は
、
火
・
阿
蘇
・
葦
北
・
天
草
と
い
っ
た
複
数
の
国
造
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

天
草
国
造
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
は
い
ず
れ
も
君
の
カ
バ
ネ
を

有
し
て
い
た
。
そ
れ
と
関
わ
っ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
建
部
君
（
公
）
や
額
田

部
君
な
ど
、
在
地
で
部
民
を
管
掌
し
て
い
た
伴
造
氏
族
も
同
様
に
、
君
（
公
）

の
カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
定
地
域
の
諸
氏
族
が
カ
バ
ネ
を
共
有

し
て
い
る
例
は
珍
し
く
な
い
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
出
雲
国
を
あ
げ
る
こ
と
が

第1表　肥後国の氏族分布
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で
き
る
。

　

出
雲
国
の
国
造
と
し
て
は
出
雲
臣
氏
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
出
雲
国
に
は
日

置
部
臣
や
額
田
部
臣
な
ど
臣
姓
の
伴
造
氏
族
が
多
い
。こ
れ
ら
の
伴
造
氏
族
は
、

国
造
で
あ
る
出
雲
臣
氏
な
ど
と
の
政
治
的
関
係
に
も
と
づ
い
て
臣
の
カ
バ
ネ
を

有
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
岸
一
九
八
八
、
平
石
二
〇
一
五
）。

肥
後
の
伴
造
氏
族
が
君
の
カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
る
の
も
そ
れ
と
同
様
、
国
造
な

ど
現
地
の
有
力
氏
族
と
の
政
治
的
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

肥
後
各
地
の
伴
造
氏
族
が
、
ど
の
国
造
と
の
政
治
的
関
係
に
も
と
づ
い
て
君
の

カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
火
君

氏
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
阿
蘇
国
造
や
葦
北
国
造
も
君
姓
で
あ
り
、

肥
後
に
は
こ
れ
ら
の
国
造
氏
族
と
の
政
治
的
関
係
に
も
と
づ
い
て
君
姓
を
有
す

る
伴
造
氏
族
が
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
火
国
の
北
に
隣
接
す
る
筑
紫
の

国
造
と
し
て
知
ら
れ
る
筑
紫
氏
も
君
姓
で
あ
る
。
肥
後
北
部
の
氏
族
に
つ
い
て

は
、
筑
紫
君
氏
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
肥
後
に
お
け
る
諸
氏
族
を
総
合
的
に
検
討
し
た
井
上
辰
雄
氏

は
、
肥
後
の
部
民
は
靫
部
や
大
伴
部
の
よ
う
に
軍
事
的
色
彩
が
強
い
こ
と
を
指

摘
し
、
六
世
紀
に
朝
鮮
半
島
情
勢
が
緊
迫
化
し
た
の
に
応
じ
、
刑
部
な
ど
五
世

紀
に
編
成
さ
れ
た
「
皇
室
部
民
」
が
軍
事
的
な
部
民
へ
再
編
さ
れ
た
と
み
る

（
井
上
一
九
六
七
・
一
九
七
〇
ａ
・
ｂ
）。
し
か
し
、
こ
の
説
に
は
問
題
も
あ
る
。

ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
軍
事
的
な
部
民
と
さ
れ
た
大
伴
部
の
な
か
に
は
、
食

膳
奉
仕
に
関
わ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
全
て
を
中
央
の
大
伴
連
氏
の
配
下

に
あ
る
軍
事
的
な
部
民
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
で
あ
る
（
後
述
）。
ま
た
、

靫
部
な
ど
が
対
外
的
な
軍
事
力
と
し
て
編
成
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
く
、「
皇

室
部
民
」
す
な
わ
ち
名
代
・
子
代
と
靫
部
の
編
成
に
時
期
差
を
想
定
す
る
点
に

も
疑
問
が
あ
る
。

　

井
上
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、靫
部
は
「
皇
室
部
民
」
す
な
わ
ち
名
代
・

子
代
と
関
係
が
深
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
名
代
・
子
代
が
靫
部
に
再
編
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば 

白
髪
部
舎
人
・
白
髪
部
膳
夫
・

白
髪
部
靫
負
（
六
）
と
い
っ
た
名
称
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
靫
部
（
靫
負
）

は
王
宮
に
て
警
護
を
お
こ
な
う
舎
人
や
食
膳
奉
仕
を
お
こ
な
う
膳
夫
な
ど
と
同

様
、
名
代
・
子
代
な
ど
地
方
の
奉
仕
集
団
代
が
中
央
の
王
宮
に
上
番
し
た
際
に

従
事
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
靫
部
は
対
外
的
な
軍
事
力
と
は
異

質
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
名
代
・
子
代
と
靫
部
は
時
期
を
隔
て
て
編
成

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
肥
後
の
古
代
氏
族
の
特
徴
を
簡
単
に
み
て
き
た
。
以
下
で
は
特
に
、

球磨葦北

出水
菱刈

高城

諸県

児湯

臼杵

直入

珠珠
日田

八代

益城

阿蘇合志

詫麻飽田

山本

玉名

山鹿

上妻
下妻

佐嘉 神崎 三
根小城松浦

杵島

藤津

彼杵

菊池

天草

高来

宇土

山門

三毛

生葉竹野山本御井

三潴

日向国

大隅国

肥後国

豊後国筑後国

肥前国

薩摩国
郡境
国境

10 200 km

第1図　肥後国の郡
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火
君
氏
を
は
じ
め
と
す
る
火
国
の
国
造
と
菊
池
地
域
に
関
わ
る
諸
氏
族
を
と
り

あ
げ
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
（
２
）
火
国
の
国
造

　

倭
王
権
に
よ
る
地
域
支
配
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
国
造
で

あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
火
国
の
国
造
を
取
り
上
げ
た
い
。
国
造
に
関
す
る
基

本
的
な
史
料
と
し
て
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
収
め
ら
れ
た
「
国
造
本
紀
」

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
推
古
二
十
八
年
に
聖
徳
太

子
と
蘇
我
馬
子
が
勅
を
う
け
て
撰
定
し
た
と
序
文
に
あ
る
が
、
実
際
に
は
物
部

氏
系
の
人
物
に
よ
っ
て
平
安
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
鎌

田
一
九
六
二
）。
こ
の
よ
う
に
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
史
料
的
性
格
に
問
題
が

多
い
も
の
の
、「
国
造
本
紀
」
が
七
世
紀
以
前
の
国
造
の
研
究
に
利
用
で
き
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

　

現「
国
造
本
紀
」に
記
さ
れ
た
国
造
氏
の
名
と
系
譜
は
、大
宝
二
年（
七
〇
二
）

に
国
造
氏
の
認
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
際
、
各
国
造
が
提
出
し
た
系
譜
を
原
資
料

と
し
て
編
纂
さ
れ
た「
国
造
記
」に
も
と
づ
く
と
さ
れ
る（
篠
川
一
九
九
六
ｃ
）。

そ
う
す
る
と
「
国
造
本
紀
」
に
み
え
る
国
造
の
大
半
は
大
宝
二
年
の
時
点
で
実

在
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
系
譜
は
各
国
造
氏
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
国
造
本
紀
」に
み
え
る
火
国（
後

の
肥
前
・
肥
後
）
の
国
造
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
史
料
２
】『
先
代
旧
事
本
紀
』
国
造
本
紀

 

竺
志
米
多
国
造
。
志
賀
高
穴
穂
朝
、
息
長
公
同
祖
稚
沼
毛
二
俣
命
孫
、
都

紀
女
加
定
二
国
造
一
。

（
略
）

火
国
造
。
瑞
籬
朝
、
大
分
国
造
同
祖
志
貴
多
奈
彦
命
児
、
遅
男
江
命
定
二

賜
国
造
一
。

松
津
国
造
。
難
波
高
津
朝
御
世
、
物
部
連
祖
伊
香
色
雄
命
孫
、
金
弓
連
定
二

賜
国
造
一
。

末
羅
国
造
。
志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、
穂
積
臣
同
祖
大
水
口
足
尼
孫
、
矢
田

稲
吉
定
二
賜
国
造
一
。

阿
蘇
国
造
。
瑞
籬
朝
御
世
、
火
国
造
同
祖
神
八
井
耳
命
孫
、
速
瓶
玉
命
定
二

賜
国
造
一
。

葦
分
国
造
。
纏
向
日
代
朝
御
代
、
吉
備
津
彦
命
児
、
三
井
根
子
命
定
二
賜

国
造
一
。

天
草
国
造
。 

志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、 

神
魂
命
十
三
世
孫
、
建
嶋
松
命
定
二

賜
国
造
一
。

（
略
）

葛
津
立
国
造
。
志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、
紀
直
同
祖
大
名
草
彦
命
児
、
若
彦

命
定
二
賜
国
造
一
。

　
「
国
造
本
紀
」
に
は
、
令
制
下
の
肥
前
・
肥
後
両
国
に
関
わ
る
国
造
と
し
て

 

竺
志
米
多
・
火
・
松
津
・
松
羅
・
阿
蘇
・
葦
分
・
天
草
・
葛
津
立
の
各
国
造
が

み
え
る
。
こ
の
う
ち
、
竺
志
米
多
国
造
は
肥
前
国
三
根
郡
米
多
郷
の
地
と
関
わ

る
が
、
筑
紫
国
造
の
後
に
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
は
豊
（
豊
前
・
豊
後
）
の

国
造
（
省
略
部
分
）
を
挟
ん
で
火
国
造
が
続
く
。
竺
志
米
多
国
造
は
「
竺
志
」

を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筑
紫
（
後
の
筑
前
・
筑
後
）
の
国
造
と
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
葛
津
立
国
造
は
肥
前
国
藤
津
郡
の
地
と
関
わ
る

が
、
薩
摩
国
造
の
後
、
伊
吉
嶋
造
・
津
嶋
県
直
と
多
褹
嶋
と
の
間
に
配
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
配
列
は
、
葛
津
立
国
造
を
西
海
道
の
島
嶼
部
の
国
造
と
み
な

す
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
国
造
本
紀
」
に
お
け
る
国

造
の
配
列
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
肥
前
の
次
に
肥
後
の
国
造
と
い
う
順
序
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と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
前
に
火
国
造
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
配
列
は
、
火
国
造
が
肥
前
・
肥
後
の
両
方
に
関
わ
る
と
い
う
認
識
に

も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
石
母
田
正
氏
は
国
造
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
令
制
下
の
「
郡
」

に
対
応
す
る
「
小
国
造
」
と
、「
国
」
に
対
応
す
る
「
大
国
造
」
と
い
う
二
つ

の
型
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、前
者
が
後
者
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
と
い
う「
大

国
造
制
」
の
存
在
を
提
唱
し
た
（
石
母
田
二
〇
一
七
）。
仮
に
こ
の
説
に
し
た

が
う
と
す
れ
ば
、
火
国
の
国
造
の
う
ち
火
国
造
が
「
大
国
造
」、
そ
の
ほ
か
の

各
国
造
が
「
小
国
造
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
令
制
下
の
国
や
郡
・
郷
の
範
囲
と
、
そ
の
名
を
帯
び
て
い

る
国
造
の
ク
ニ
の
範
囲
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
国
造
ど

う
し
の
統
属
関
係
を
示
す
史
料
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、「
大
国
造
制
」

の
存
在
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
（
山
尾
一
九
七
七
、
篠
川
一
九
九
六
ａ
）。
そ

こ
で
火
国
の
国
造
の
系
譜
を
み
る
と
、
阿
蘇
国
造
は
火
国
造
と
同
祖
関
係
に
あ

る
も
の
の
、
ほ
か
は
火
国
造
と
は
同
祖
関
係
に
な
い
。
氏
族
間
の
政
治
的
結
び

つ
き
が
必
ず
し
も
同
祖
関
係
と
し
て
表
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
系
譜
の
可
変

性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
系
譜
の
観
点
か
ら
は
、
火

国
造
と
火
国
の
ほ
か
の
国
造
の
間
に
統
属
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　
（
３
）
火
君
氏
の
仕
奉
と
火
国

　

肥
後
の
氏
族
の
う
ち
、
鞠
智
城
と
の
関
係
に
お
い
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら

れ
る
の
が
、
火
国
造
た
る
火
君
氏
で
あ
る
。
以
下
で
は
火
君
氏
を
取
り
上
げ
、

い
か
な
る
氏
族
で
あ
っ
た
の
か
検
討
し
た
い
。

　

火
君
氏
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
る
う
え
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、「
火
」
と

い
う
姓
で
あ
る
。
一
般
に
国
造
の
姓
（
お
よ
び
国
造
名
）
は
地
名
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
凡
河
内
直
氏
（
凡
河
内
国
造
）
の
よ
う
に
、
地
名

そ
の
も
の
で
は
な
い
姓
を
有
す
る
国
造
も
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
た
筆

者
は
最
近
、
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
氏
族
の
姓
が
必
ず
し
も
地
名
そ
の
も
の
や
支

配
領
域
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
直
接
に
は
そ
の
氏
族
に
よ
る
仕
奉
を
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
溝
口
二
〇
一
七
・
二
〇
一
九
）。
こ
れ
を
火

君
氏
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、「
火
」
と
表
現
し
得
る
仕
奉
を
お
こ
な
っ
て
い

た
氏
族
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、姓
の
由
来
と
な
っ

た
「
火
」
が
い
か
な
る
地
域
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
火
国
に
は
広
義

と
狭
義
、
両
方
の
用
法
が
あ
り
、
火
君
氏
の
仕
奉
が
ど
ち
ら
に
対
応
す
る
か
に

よ
っ
て
、
そ
の
性
格
に
対
す
る
理
解
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
は
、
広
義
と
狭
義
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
よ
う
。

 

【
史
料
３
】『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記

肥
前
国
者
、
本
、
与
二
肥
後
国
一
合
為
二
一
国
一
。
昔
者
、
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇

御
間
城
天
皇
之
世
、
肥
後
国
益
城
郡
朝
来
名
峯
、
有
二
土
蜘
蛛
打
猴
二
人
一
。

帥
二
徒
衆
一
百
八
十
余
人
一
、
拒
二
捍
皇
命
一
、
不
レ
肯
二
降
服
一
。
朝
庭
、
勅

遣
二
肥
君
等
祖
健
緒
組
一
伐
之
。
於
レ
茲
、
健
緒
組
奉
レ
勅
、
悉
誅
滅
之
、
兼

巡
二
国
裏
一
、
観
二
察
消
息
一
。
到
二
於
八
代
郡
白
髪
山
一
、
日
晩
止
宿
。
其
夜
、

虚
空
有
レ
火
。
自
然
燎
、
稍
々
降
下
、
就
二
此
山
一
燎
之
。
時
、
健
緒
組
見

而
驚
恠
、
参
二
上
朝
庭
一
、
奏
言
、
臣
辱
被
二
聖
命
一
、
遠
誅
二
西
戎
一
、
不

レ
霑
二
刀
刃
一
、
梟
鏡
自
滅
。
自
非
レ
滅
レ
霊
、
何
得
レ
然
之
。
更
、
挙
二
燎
火

之
状
一
、
奏
聞
。
天
皇
勅
曰
、
所
レ
奏
之
事
、
未
二
曽
所
一
レ
聞
。
火
下
之
国
、

可
レ
謂
二
火
国
一
。
即
、
挙
二
健
緒
組
之
勲
一
、
賜
二
姓
名
一
曰
二
火
君
健
緒
鉈
一
。

便
、遣
レ
治
二
此
国
一
。
因
曰
二
火
国
一
。
後
分
二
両
国
一
、而
為
二
前
後
一
。
又
、

纏
向
日
代
宮
御
宇
大
足
彦
天
皇
、
誅
二
球
磨
贈
於
一
而
、
巡
二
狩
筑
紫
国
一
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之
時
、従
二
葦
北
火
流
浦
一
発
船
、幸
二
於
火
国
一
。
度
レ
海
之
間
、日
没
夜
冥
、

不
レ
知
レ
所
レ
着
。
忽
有
二
火
光
一
、
遥
視
二
行
前
一
。
天
皇
、
勅
二
棹
人
一
曰
、

直
指
二
火
処
一
。応
レ
勅
而
往
、果
得
レ
着
レ
崖
。天
皇
下
レ
詔
曰
、（
火
燎
之
処
、

此
号
レ
何
界
。
所
レ
燎
之
火
、
亦
為
レ
何
火
。
土
人
）
奏
言
、
此
是
火
国
八

代
郡
火
邑
也
。
但
不
レ
知
二
火
主
一
。
于
時
、天
皇
詔
二
群
臣
一
曰
、今
此
燎
火
、

非
二
是
人
火
一
。
所
三
以
号
二
火
国
一
、
知
二
其
爾
由
一
。

　

右
は
、
火
国
の
地
名
起
源
を
説
く
『
肥
前
国
風
土
記
』
の
記
事
で
あ
る
。
同

様
の
内
容
は
「
肥
後
国
風
土
記
」
逸
文
に
も
み
え
る
。

　

記
事
の
前
半
部
分
は
、「
肥
君
等
の
祖
」
で
あ
る
健
緒
組
の
功
績
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
崇
神
天
皇
の
時
代
、「
肥
君
等
の
祖
」
で
あ

る
健
緒
組
が
勅
を
う
け
、
肥
後
国
益
城
郡
の
朝
来
峰
に
い
た
土
蜘
蛛
打
猴
ら
を

誅
滅
し
た
。
ま
た
、
健
緒
組
が
国
裏
を
巡
っ
て
観
察
す
る
な
か
で
八
代
郡
の
白

髪
山
に
到
っ
て
止
宿
し
た
際
、
空
に
火
が
あ
り
お
の
ず
か
ら
燃
え
て
降
り
、
こ

の
山
に
つ
い
て
燃
え
た
。
そ
れ
を
見
て
驚
い
た
健
緒
組
は
朝
廷
に
参
上
し
て
報

告
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇
は
そ
れ
を
火
の
国
と
い
う
べ
き
だ
と
し
、
ま
た
功
績
を

褒
め
て
「
火
君
健
緒
鉈
」
の
姓
名
を
賜
与
し
、
火
国
を
治
め
さ
せ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
み
え
る
火
国
は
後
に
両
国
に
分
か
れ
た
と
い
う
か
ら
、
後
の
肥
前
・
肥

後
を
あ
わ
せ
た
地
域
を
指
す
概
念
で
あ
る
。
広
義
の
火
国
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
な
伝
承
も
あ
る
。

【
史
料
４
】『
古
事
記
』
上
巻

次
生
二
筑
紫
島
一
。
此
島
、
亦
身
一
而
有
二
面
四
一
、
毎
レ
面
有
レ
名
。
故
、

筑
紫
国
謂
二
白
日
別
一
、
豊
国
謂
二
豊
日
別
一
、
肥
国
謂
二
建
日
向
日
豊
久
士

比
泥
別
一
、〈
自
レ
久
至
レ
泥
以
レ
音
。〉熊
曽
国
謂
二
建
日
別
一
。〈
曽
字
以
レ
音
。〉

　

右
は
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み
神
話
の
一
部
で
あ
り
、
生
成
さ

れ
た
大
八
島
国
の
一
つ
と
し
て
筑
紫
島
が
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
筑
紫
島

は
面
が
四
つ
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
名
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
肥
国
は
「
建
日
向
日
豊

久
士
比
泥
別
」
と
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、九
州
を
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
わ
け
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
を
肥
国
と
す
る
観
念
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
後
の
肥
前
・
肥
後

を
含
ん
だ
、
広
義
の
用
法
で
あ
る
。

　

一
方
、
史
料
３
に
は
狭
義
の
火
国
の
概
念
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
の
後
半

部
分
は
、
景
行
天
皇
に
よ
る
九
州
巡
幸
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
景
行
は
葦
北
火
流
浦
か
ら
船
で
火
国
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
八
代

郡
火
邑
に
い
わ
ゆ
る
不
知
火
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
火
国
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
火
邑
と
は
令
制
下
に
お
け
る
八
代
郡
肥
伊
郷
の
あ

た
り
に
相
当
し
、
八
代
平
野
の
氷
川
流
域
に
比
定
さ
れ
る
。
な
お
、
類
似
の
説

話
が
『
日
本
書
紀
』
に
も
み
え
る
。

【
史
料
５
】『
日
本
書
紀
』
景
行
十
八
年
五
月
壬
辰
朔

従
二
葦
北
一
発
レ
船
到
二
火
国
一
。
於
レ
是
、
日
没
也
。
夜
冥
不
レ
知
レ
著
レ
岸
。

遥
視
二
火
光
一
。
天
皇
詔
二
挾
杪
者
一
曰
、
直
指
二
火
処
一
。
因
指
レ
火
往
之
。

即
得
レ
著
レ
岸
。
天
皇
問
二
其
火
光
之
処
一
曰
、
何
謂
邑
也
。
国
人
対
曰
、

是
八
代
県
豊
村
。
亦
尋
二
其
火
一
、
是
誰
人
之
火
也
。
然
不
レ
得
レ
主
。
茲

知
レ
非
二
人
火
一
。
故
名
二
其
国
一
曰
二
火
国
一
。

　

物
語
の
骨
子
は
「
風
土
記
」
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、「
風
土
記
」
の
「
八

代
郡
火
邑
」
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
八
代
県
豊
村
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

う
ち
「
火
邑
」
の
名
称
が
肥
伊
郷
に
継
承
さ
れ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、「
豊
村
」

の
方
が
相
対
的
に
古
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
火
邑
」
の
名
称
は
、
火
君
氏

が
こ
の
地
に
居
住
し
た
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
考
え
併
せ
る

と
、
火
君
氏
が
こ
の
地
に
居
住
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
豊
村
」
が
「
火
邑
」
に

改
称
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
景
行
の
巡
幸
伝
承
に
み

え
る
火
国
は
、
後
の
肥
前
・
肥
後
を
あ
わ
せ
た
地
域
よ
り
も
狭
い
地
域
を
指
し
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て
い
る
。
葦
北
は
「
火
葦
北
国
造
」
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
火
国
の

一
部
と
認
識
さ
れ
る
地
域
で
あ
っ
た
。し
か
し
、景
行
は
葦
北
か
ら
火
国
へ
到
っ

た
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
葦
北
は
火
国
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
火
国
と
は
、「
八
代
郡
火
邑
」（
風
土
記
）、
八
代
郡

豊
邑
（『
日
本
書
紀
』）
を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、火
国
は
後
の
肥
前
・
肥
後
を
含
ん
だ
広
義
の
概
念
と
、八
代
郡
火
邑（
豊

村
）
を
中
心
と
す
る
狭
義
の
概
念
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
火
君
氏

の
姓
で
あ
る
「
火
」
は
い
ず
れ

に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
史
料
３
に
よ
る
と
、「
肥

君
等
の
祖
」で
あ
る
健
緒
組
は
、

「
火
君
健
緒
鉈
」
の
姓
名
を
賜

与
さ
れ
て
火
国
を
治
め
る
こ
と

と
な
り
、
そ
れ
が
後
に
両
国
に

分
割
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し

た
記
述
か
ら
は
、
火
君
氏
や
火

国
造
の
名
称
と
な
っ
た
「
火
」

が
広
義
の
火
国
に
対
応
す
る
と

い
う
認
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
「
国
造

本
紀
」
に
お
い
て
火
国
造
は
肥

前
の
国
造
の
前
に
配
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
も
、
火
国
造
が
広
義

の
火
国
に
対
応
す
る
と
の
認
識

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
火
君
氏
の
分
布
に
注
目
す
る
と
、
令
制
下
の
肥
前
・
肥
後
に
広
く
分

布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
第
２
表
）。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
火
君
氏

の
姓
で
あ
る
「
火
」
は
、
八
代
郡
火
邑
一
帯
の
よ
う
な
狭
い
地
域
に
対
応
す
る

も
の
と
は
考
え
が
た
い
。

　

以
上
の
点
を
総
合
す
る
と
、
火
君
氏
の
姓
は
狭
義
の
火
国
で
は
な
く
、
広
義

の
火
国
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
火
君
氏
が

広
義
の
火
国
を
領
域
的
に
支
配
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
倭
王
に
対
す
る
火
君
氏
の
仕
奉
が
、
令
制
下
の
肥
前
・

肥
後
を
含
ん
だ
地
域
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
（
４
）
火
君
氏
の
成
立

　

前
節
で
検
討
し
た
火
君
氏
の
仕
奉
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
に
火
君
氏
が
い

か
に
成
立
し
た
か
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
古
墳
の
築

造
動
向
な
ど
か
ら
火
君
氏
は
四
世
紀
後
半
（
あ
る
い
は
五
世
紀
前
半
）
に
は
宇

土
半
島
基
部
を
拠
点
と
し
て
お
り
、六
世
紀
以
降
は
氷
川
流
域
（
後
の
肥
伊
郷
）

へ
拠
点
を
移
し
、
さ
ら
に
磐
井
の
乱
後
に
筑
紫
や
肥
前
に
進
出
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
（
井
上
一
九
七
〇
ａ
）。
こ
う
し
た
見
解
の
う
ち
、
宇
土
半
島
基
部

に
所
在
す
る
向
野
田
古
墳
の
造
営
勢
力
が
火
君
氏
に
連
な
る
か
ど
う
か
は
措
く

と
し
て
、
火
君
氏
が
氷
川
流
域
に
拠
点
を
有
し
て
い
た
点
は
首
肯
で
き
る
。
先

に
と
り
あ
げ
た
健
緒
組
の
説
話
は
八
代
郡
と
火
君
氏
と
の
関
わ
り
を
示
唆
す
る

し
、
火
邑
や
斐
伊
郷
と
い
っ
た
地
名
も
火
君
氏
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
近
年
は
国
造
制
の
成
立
を
六
世
紀
前
半
に
求
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
が

（
篠
川
一
九
九
六
ｂ
な
ど
）、
氷
川
流
域
で
は
六
世
紀
代
に
野
津
古
墳
群
や
大
野

窟
古
墳
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
氷
川
流
域
に
火
国
造
た
る
火
君

氏
の
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
で
あ
る
。

第2表　火君氏の分布
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こ
の
よ
う
に
、火
君
氏
が
氷
川
流
域
に
拠
点
を
も
っ
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。

た
だ
し
火
君
氏
の
分
布
を
み
る
と
、
肥
後
よ
り
も
む
し
ろ
筑
紫
や
肥
前
な
ど
に

多
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
分
布
を
め
ぐ
っ
て
、
火
君
氏
は
磐
井
の
乱
後
に

氷
川
流
域
か
ら
肥
前
や
筑
紫
に
進
出
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
火
君
氏
と
氷
川
流
域
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
の
は
、
史

料
３
に
お
い
て
、「
肥
君
等
の
祖
」
で
あ
る
健
緒
組
が
肥
後
国
に
派
遣
さ
れ
た

存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
健
緒
組
は
崇
神
の
命
令
を
う
け
て
益

城
郡
の
土
蜘
蛛
を
誅
滅
に
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
国
裏
を
巡
察
し
た
際
に

八
代
郡
に
到
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
伝
承
は
火
国
の
地
名
起
源
譚
で
あ
る
と
同

時
に
、
火
君
氏
の
奉
事
根
源
譚
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
。「
風
土
記
」
は
諸

国
に
命
じ
て
産
出
す
る
資
源
や
動
植
物
・
土
地
の
肥
沃
の
状
態
・
山
川
原
野
の

名
称
の
由
来
、
古
老
の
伝
え
る
旧
聞
・
異
事
な
ど
を
報
告
さ
せ
た
も
の
で
あ
る

が
（
七
）、
健
緒
組
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
火
君
氏
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
伝
承
が

基
礎
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
火
君
氏
の
間
で
は
、
自
氏
の
「
祖
」
が
八

代
郡
の
地
か
ら
み
て
外
部
か
ら
来
た
存
在
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
火
君
氏
が
神
武
の
皇
子
で
あ
る
神
八
井
耳
命
の
後
裔
と

さ
れ
る
点
と
関
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
八
代
郡
豊
村
（
火
邑
）
か
ら
み
れ

ば
健
緒
組
は
外
来
の
神
だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た「
豊
村
」が「
火

邑
」
に
改
称
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
ま
で
火
君
氏
な
る
氏
族
が
こ
の

地
に
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
健
緒
組
が
「
肥
君
等
の
祖
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。「
肥
君
等
」
と
あ
る
も
の
の
、
健
緒
組
を
「
祖
」
と
す
る
氏
族
は
火
君

氏
の
ほ
か
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
肥
君
等
」
と
は
、
火
君
氏
を

構
成
す
る
諸
集
団
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
火
君
氏
は
、
健
緒

組
を
「
祖
」
と
す
る
集
団
の
集
合
体
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
来

は
火
君
氏
を
構
成
す
る
諸
集
団
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
「
祖
」
が
あ
っ
た
が
、
健

緒
組
を
介
し
て
系
譜
を
接
合
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
興
味

深
い
の
は
、健
緒
組
の
名
が
肥
前
国
杵
島
郡
武
雄
の
地
名
と
通
じ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
点
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
火
君
氏
を
構
成
す
る
集
団
の
な
か
に
は
武

雄
を
拠
点
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
健
緒
組
は
も
と
も
と
そ
の
集
団
に
固
有

の
「
祖
」
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
火
君
氏
は
複

数
の
集
団
が
結
集
し
て
で
き
た
氏
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
、
火
君
氏
の
仕

奉
が
広
義
の
火
国
に
関
わ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
火
君
氏
と
は
令
制
下
の

肥
前
や
肥
後
の
勢
力
の
集
合
体
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

六
世
紀
前
半
頃
、
肥
前
と
肥
後
の
諸
勢
力
が
結
集
し
、
広
義
の
火
国
に
関
わ
る

仕
奉
を
お
こ
な
う
政
治
集
団
と
し
て
成
立
し
た
の
が
火
君
氏
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
氷
川
流
域
の
勢
力
は
、
火
君
氏
を
構
成
す
る
集
団
の
一
つ
と

し
て
理
解
で
き
よ
う
。こ
の
集
団
が
火
君
氏
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
外
部
か
ら
来
て
定
住
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
豊
村
」
か
ら
「
火
邑
」

へ
の
改
称
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
火
」
と
表
現
さ
れ
る
仕
奉
の
具
体
的
な
内
容
を
考
え
る
う
え

で
留
意
さ
れ
る
の
は
、
火
君
氏
の
分
布
が
氷
川
流
域
の
ほ
か
、
肥
前
国
松
浦
郡

や
筑
前
国
嶋
郡
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
布
の
あ
り
方
が

大
陸
と
も
繋
が
る
海
上
交
通
の
掌
握
と
関
わ
る
こ
と
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
井
上
一
九
七
〇
ａ
・
ｂ
な
ど
）。
こ
れ
ま
で
、
松
浦
郡
や

嶋
郡
に
お
け
る
拠
点
の
形
成
は
、
火
君
氏
の
二
次
的
な
展
開
と
し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
本
節
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
筑
紫
に
あ
た
る
嶋
郡
は
措
く
と

し
て
、
火
君
氏
は
成
立
当
初
か
ら
肥
前
と
肥
後
に
拠
点
を
有
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
勢
力
の
集
合
体
が
火
君
氏
で
あ
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り
、「
火
」
と
表
現
し
得
る
仕
奉
は
そ
れ
を
前
提
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
広
義
の
火
国
に
お
け
る
海
上
交
通
ル
ー
ト
の
掌

握
こ
そ
が
、
火
君
氏
に
よ
る
仕
奉
の
主
た
る
内
容
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。

　
（
５
）
火
君
氏
の
同
祖
氏
族

　

次
に
系
譜
を
手
が
か
り
と
し
て
、
火
君
氏
と
ほ
か
の
氏
族
の
関
係
性
を
考
え

て
み
た
い
。
火
君
氏
の
系
譜
は
「
国
造
本
紀
」（
八
）
の
ほ
か
、『
古
事
記
』
に
も

み
え
る
。

【
史
料
６
】『
古
事
記
』
神
武
段

故
、其
日
子
八
井
命
者
、〈
茨
田
連
・
手
島
連
之
祖
。〉
神
八
井
耳
命
者
、〈
意

富
臣
・
小
子
部
連
・
坂
合
部
連
・
火
君
・
大
分
君
・
阿
蘇
君
・
筑
紫
三
家

連
・
雀
部
臣
・
雀
部
造
・
小
長
谷
造
・
都
祁
直
・
伊
余
国
造
・
科
野
国
造
・

道
奥
石
城
国
造
・
常
道
仲
国
造
・
長
狭
国
造
・
伊
勢
船
木
直
・
尾
張
丹
波

臣
・
島
田
臣
等
之
祖
也
。〉
神
沼
河
耳
命
者
、
治
天
下
也
。

　

右
は
神
武
天
皇
の
皇
子
に
関
す
る
記
述
の
一
部
で
あ
り
、
神
八
井
耳
命
を

「
祖
」
と
す
る
諸
氏
の
な
か
に
火
君
が
み
え
る
。
こ
こ
に
み
え
る
神
八
井
耳
命

の
後
裔
氏
族
は
十
九
氏
を
数
え
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
火
君
・
大
分
君
・
阿
蘇

君
・
筑
紫
三
家
連
の
諸
氏
は
、
九
州
地
方
の
氏
族
と
し
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
で
き

る
。
火
君
氏
を
は
じ
め
と
す
る
九
州
地
方
の
諸
氏
族
の
間
で
系
譜
が
結
ば
れ
た

後
、
ほ
か
の
地
域
の
諸
氏
族
と
も
系
譜
が
接
合
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
ず
は
九
州
地
方
の
国
造
と
な
っ
て
い
る
火
君
・
大
分
君
・
阿
蘇
君
が
い
か

に
系
譜
を
結
び
つ
け
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。「
国
造
本
紀
」
に
よ
れ
ば
、
火

国
造
は
大
分
国
造
と
同
祖
で
志
貴
多
奈
彦
命
の
児
に
あ
た
る
遅
男
江
（「
建
男

組
」
の
誤
り
と
す
る
見
方
が
あ
る
）
命
を
祖
と
す
る
と
い
う
。
ま
た
大
分
国
造

は
「
国
造
本
紀
」
に
は
み
え
な
い
が
、「
天
孫
本
紀
」
に
は
「
建
弥
阿
多
良
命
」

が
み
え
て
お
り
、「
高
屋
大
分
国
造
等
祖
」
と
さ
れ
る
。
一
方
、
阿
蘇
国
造
は

火
国
造
と
同
祖
で
神
八
井
耳
命
の
孫
に
あ
た
る
速
瓶
玉
命
を
「
祖
」
と
す
る
と

さ
れ
る
。「
国
造
本
紀
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
火
国
造
と
大
分
国
造
が
志
貴
多

奈
彦
命
を
介
し
て
系
譜
を
接
合
し
て
お
り
、
さ
ら
に
火
国
造
と
阿
蘇
国
造
が
神

八
井
耳
を
介
し
て
系
譜
を
接
合
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

火
国
造
と
阿
蘇
国
造
は
い
ず
れ
も
広
義
の
火
国
の
国
造
で
あ
り
、
大
分
国
造

は
豊
国
の
国
造
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
火
国
造
と
阿
蘇
国
造
が

系
譜
を
接
合
し
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
大
分
国
造
が
系
譜
を
接
合
し
た
と
の
イ

メ
ー
ジ
が
も
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
遺
さ
れ
た
系
譜
か
ら
は
、
ま
ず

火
国
造
と
大
分
国
造
が
系
譜
を
接
合
し
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
阿
蘇
国
造
が
系
譜

を
接
続
す
る
と
い
う
順
序
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
系
譜
が
諸
氏
族
間
の
政

治
的
関
係
の
所
産
で
あ
り
、
系
譜
の
接
合
関
係
が
諸
氏
族
に
よ
る
政
治
的
結
び

つ
き
の
反
映
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
火
国
造
と
大
分
国
造
が
政
治
的
関
係
を

形
成
し
、
そ
こ
に
後
か
ら
阿
蘇
国
造
が
加
わ
る
と
い
う
過
程
を
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
史
料
６
に
は
、
火
君
氏
な
ど
と
同
じ
神
八
井
耳
命
の
後
裔
氏
族
と

し
て
、
筑
紫
三
家
連
氏
も
み
え
る
。
筑
紫
三
家
連
氏
は
『
和
名
類
聚
抄
』（
以

下
、『
和
名
抄
』）
に
み
え
る
筑
前
国
那
珂
郡
三
宅
郷
（
現
在
の
福
岡
市
南
区
三

宅
）
と
の
結
び
つ
き
が
想
定
で
き
、
こ
の
あ
た
り
に
所
在
し
た
那
津
官
家
の
管

理
に
関
わ
っ
た
氏
族
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
筑
紫
三
家
連
氏
が
い
か
な
る
事
情
で

火
君
氏
な
ど
と
系
譜
を
接
続
し
た
か
を
考
え
る
う
え
で
、
手
が
か
り
と
な
る
の

は
次
の
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
７
】『
日
本
書
紀
』
宣
化
元
年
五
月
辛
丑
朔
条

詔
曰
、
食
者
天
下
之
本
也
。
黄
金
万
貫
不
レ
可
レ
療
レ
飢
。
白
玉
千
箱
何
能
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救
レ
冷
。
夫
筑
紫
国
者
、
遐
迩
之
所
二
朝
届
一
、
去
来
之
所
二
関
門
一
。
是
以
、

海
表
之
国
、
候
二
海
水
一
以
来
賓
、
望
二
天
雲
一
而
奉
レ
貢
。
自
二
胎
中
之
帝
一
、

洎
二
于
朕
身
一
、
収
二
蔵
穀
稼
一
、
蓄
二
積
儲
粮
一
遥
設
二
凶
年
一
厚
饗
二
良
客
一
。

安
レ
国
之
方
、
更
無
レ
過
レ
此
。
故
朕
遣
二
阿
蘇
仍
君
一
、〈
未
レ
詳
也
。〉
加
二
運

河
内
国
茨
田
郡
屯
倉
之
穀
一
。
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
祢
、
宜
下
遣
二
尾
張
連
一
、

運
中
尾
張
国
屯
倉
之
穀
上
。
物
部
大
連
麁
鹿
火
、
宜
下
遣
二
新
家
連
一
、
運
中

新
家
屯
倉
之
穀
上
。
阿
倍
臣
、宜
下
遣
二
伊
賀
臣
一
、運
中
伊
賀
国
屯
倉
之
穀
上
。

修
二
造
官
家
那
津
之
口
一
。
又
其
筑
紫
・
肥
・
豊
、
三
国
屯
倉
、
散
在
二
県

隔
一
。
運
輸
遥
阻
。
儻
如
須
要
、難
二
以
備
一
レ
卒
。
亦
宜
下
課
二
諸
郡
一
分
移
、

聚
二
建
那
津
之
口
一
、
以
備
二
非
常
一
、
永
為
中
民
命
上
。
早
下
二
郡
県
一
、
令

レ
知
二
朕
心
一
。

　

右
は
宣
化
期
に
お
け
る
那
津
官
家
の
「
修
造
」
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
阿
蘇
君
氏
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
「
阿
蘇
仍
君
」
が
茨
田
屯
倉
の
穀
を
那
津

に
運
ん
で
い
る
。
ま
た
、
筑
紫
・
肥
・
豊
の
三
国
の
ミ
ヤ
ケ
は
散
在
し
て
お
り
、

急
に
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
備
え
が
た
い
と
し
て
、「
諸
郡
」
に
命
じ
て
各
ミ

ヤ
ケ
の
穀
の
一
部
を
那
津
に
集
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
肥
国
や
豊
国

の
ミ
ヤ
ケ
の
管
掌
者
と
し
て
ま
ず
想
定
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
国

造
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
穀
の
運
搬
に
火
国
造
や
大
分
国
造
が
関
与
し
て

い
た
可
能
性
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
蘇
君
・
火
君
・
大
分
君
の
各

氏
い
ず
れ
も
、
那
津
官
家
の
「
修
造
」
を
介
し
て
筑
紫
三
家
連
氏
と
政
治
的
関

係
を
結
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
詳
細
は
不
明
な
も
の
の
、
こ
う
し

た
政
治
的
関
係
を
背
景
と
し
て
、
火
君
氏
を
は
じ
め
と
す
る
同
祖
関
係
の
な
か

に
筑
紫
三
家
連
氏
も
入
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
．
菊
池
地
域
の
古
代
氏
族

　
（
１
）
菊
池
郡
の
概
要

　

菊
池
地
域
の
氏
族
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
ま
ず
は
史
料
に
も
と
づ
い
て
菊
池

郡
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
和
名
抄
』
に
は
肥
後
国
の
郡
と
し
て
「
菊

池
〈
久
久
知
〉」
と
あ
り
、
城
野
・
水
島
・
辛
家
・
夜
開
・
子
養
・
山
門
・
上

甘
・
曰
理
・
柏
原
の
郷
名
が
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
所
属
の
郷
が
わ
か
る
ほ

か
、「
菊
池
」
が
「
ク
ク
チ
」

と
訓
ま
れ
た
こ
と
も
確
認

で
き
る
。
ま
た
『
和
名
抄
』

に
み
え
る
諸
郷
は
、
遺
称

地
名
な
ど
か
ら
お
お
よ
そ

の
所
在
地
が
比
定
さ
れ
て

い
る
（
第
２
図
）。

　

な
お
、「
ク
ク
チ
」
の
名

称
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に

類
す
る
「
ク
ク
ノ
チ
」
と

い
う
神
名
が
知
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
『
古
事
記
』

上
段
に
は
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ

ザ
ナ
ミ
に
よ
っ
て
生
成
さ

れ
た
神
と
し
て
「
木
神
久
々

能
智
神
」
が
登
場
し
、『
日

本
書
紀
』
の
神
話
に
も
「
木

祖
句
句
廼
馳
」（
第
五
段
本

文
）
あ
る
い
は
「
木
神
等

子養郷

城野郷 山門郷？

夜開郷

辛家郷
上甘郷

水島郷 曰理郷 柏原郷？
合
志
川

菊池川

迫間川

20 km

第2図　菊池郡の郷配置
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号
句
句
廼
馳
」（
第
五
段
一
書
第
六
）
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
延
喜
式
』
に
も
大

殿
祭
の
祝
詞
に
「
屋
船
久
久
遅
命
〈
是
木
霊
也
〉」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
載

か
ら
、「
ク
ク
ノ
チ
」
は
木
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
ク
ク
ノ
チ
」
と

い
う
名
の
う
ち
、「
ク
ク
」
は
「
木
木
（
キ
キ
）
の
古
形
」、「
ノ
」
は
助
詞
、「
チ
」

は
「
勢
威
の
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
（
九
）。
菊
池
郡
の
名
称
も
、
こ
の
地
に
叢

生
す
る
木
々
、あ
る
い
は
そ
れ
を
神
格
化
し
た
も
の
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、菊
池
地
域
に
関
わ
る
氏
族
と
し
て
は
久
々
智
、大
伴
部
、秦
人
と
い
っ

た
氏
族
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
菊
池
」
の
地
名
に
関
わ
る
神

名
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
異
本
阿
蘇
氏
系
図
』
に
み
え
る 

「
健
句
々
知
君
」
と

「 

建
久
々
知
命
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち 

「
建
久
々
知
命
」
は
火

国
造
と
な
っ
た
と
い
う
建
緒
組
命
の
父
と
さ
れ
る
が
、
系
線
の
誤
り
と
い
っ
た

疑
問
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
田
中
一
九
八
六
）。
し
た
が
っ
て
、「
建
久
々
知

命
」
を
手
が
か
り
と
し
て
火
国
造
・
火
君
氏
と
菊
池
地
域
と
の
関
係
を
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

一
方
、「
健
句
々
知
君
」
は
允
恭
朝
に
阿
蘇
直
姓
を
負
っ
た
「
宇
志
瓶
乃
君
」

お
よ
び「
吹
羽
乃
君
」の
祖
父
で
あ
る「
味
吹
乃
君
」の
別
名
と
し
て
み
え
る
。「
味

吹
乃
君
」
は
阿
蘇
直
氏
の
「
祖
」
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
阿
蘇
国
造

に
な
っ
た
と
い
う
美
穂
主
命
の
子
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
父
子
関
係
に
よ
っ
て

阿
蘇
国
造
を
世
襲
し
た
阿
蘇
君
氏
の
系
譜
と
接
続
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す

る
と
、
阿
蘇
直
氏
は
阿
蘇
君
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
氏
族
だ
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
氏
族
が
「
ク
ク
チ
」
を
冠
す
る
名
を
別
名
と
す
る
神
を
「
祖
」
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
阿
蘇
の
勢
力
と
菊
池
地
域
と
の
関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
興

味
深
い
。
し
か
し
、
具
体
的
に
阿
蘇
の
勢
力
が
菊
池
地
域
と
い
か
に
関
わ
っ
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
。

　

以
下
で
は
、菊
池
地
域
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
わ
れ
る
氏
族
と
し
て
久
々
智
、

大
伴
部
、
秦
人
の
諸
氏
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
当
該
地
域
の
歴
史

的
性
格
を
考
え
て
み
た
い
。

　
（
２
）
久
々
智
氏

　

菊
池
地
域
に
お
け
る
居
住
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
の
地
と
の
密
接
な

関
わ
り
が
想
定
し
得
る
氏
族
と
し
て
久
々
智
（
鞠
智
）
氏
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
八
世
紀
後
半
に
は
、
平
城
京
右
京
四
条
四
坊
の
戸
主
と
し
て
鞠
智
足
人

が
み
え
る
（
一
〇
）。
ま
た
、九
世
紀
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、

摂
津
国
の
氏
と
し
て
久
々
智
氏
の
系
譜
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

【
史
料
８
】『
新
撰
姓
氏
録
』
摂
津
国
皇
別

　
　

高
橋
朝
臣
。
阿
倍
朝
臣
同
祖
。
大
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
不
レ
見
。

　
　

佐
々
貴
山
君
。
同
レ
上
。 

　
　

久
々
智
。
同
レ
上
。

　

右
に
よ
る
と
、
久
々
智
氏
は
高
橋
朝
臣
な
ど
の
諸
氏
と
同
じ
く
阿
倍
朝
臣
と

同
祖
で
あ
り
、
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
有
し
て
い
た
。
現
在
の
兵
庫

県
尼
崎
市
に
は
久
々
知
と
い
う
地
名
が
遺
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域
に
居
住
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
地
は
、
古
代
の
行
政
区
分
で
は
摂
津
国
川
辺
郡
域

に
あ
た
る
。
観
福
寺
（
篠
山
市
）
所
蔵
『
大
般
若
経
』
巻
第
十
六
の
奥
書
に
は

建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
の
年
記
と
と
も
に
「
摂
州
川
辺
南
条
久
々
智
村
」
の

地
名
が
み
え
て
お
り
（
一
一
）、
遅
く
と
も
川
辺
郡
に
お
け
る
久
々
智
（
久
々
知
）

の
地
名
が
十
二
世
紀
末
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　

久
々
智
氏
と
川
辺
郡
久
々
智
の
地
名
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り

（
Ａ
）
川
辺
郡
久
々
智
の
地
名
に
も
と
づ
い
て
久
々
智
氏
の
姓
が
成
立
し
た
、

（
Ｂ
）
久
々
智
氏
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
川
辺
郡
久
々
智
の
地
名
が

成
立
し
た
、
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
問
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題
に
関
し
て
は
、
川
辺
郡
久
々
智
の
地
名
が
こ
の
地
に
お
け
る
久
々
智
氏
の
居

住
以
前
に
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
ほ
か
に
「
ク
ク
チ
」
の
地
名
が

確
認
で
き
る
の
は
古
代
で
は
肥
後
国
の
み
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
留
意
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
久
々
智
氏
が
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
有
し

て
い
た
点
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
肥
後
国
菊
池
郡
に
は
大
伴
部
氏
の
分
布

が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
膳
臣
氏
系
、
つ
ま
り
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
氏

族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
久
々
智
氏
は
、
菊
池
郡
の
人
と
し
て
確

認
で
き
る
大
伴
部
氏
と
同
祖
関
係
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
ク
ク
チ
」
と
い
う
姓
に
加
え
、
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
系

譜
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
久
々
智
氏
は
も
と
も
と
肥
後
の
菊
池
地
域
を
本
拠
地

と
し
た
氏
族
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
具
体
的
な
時
期
は
不
明
な
も
の
の
、

あ
る
時
期
に
菊
池
地
域
か
ら
摂
津
国
川
辺
郡
の
地
に
移
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
し
た
が
っ
て
川
辺
郡
久
々
智
の
地
名
は
、
久
々
智
氏
が
そ
こ
に
移
住
し

て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
（
Ｂ
）。

　
（
３
）
大
伴
部
氏

　

菊
池
地
域
に
分
布
が
確
認
で
き
る
氏
族
の
一
つ
と
し
て
、
大
伴
部
氏
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
９
】
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
木
簡
（
奈
良
県
教
育
委
員
会

編
二
〇
〇
〇
）

　
　

・「
薬
院
依
仕
奉
人
〈
大
伴
部
鳥
上　

入
正
月
□〔

五
日
ヵ
〕

□
／
大
伴
部
稲
依　

＝

　
　
　

＝
入
正
月
五
日
〉　 

肥
後
国
菊
地
郡
□

〔
子
ヵ
〕

養
郷
人　
『
□
』」

　
　

・「『
悲
田　

悲
田
院　
　
　
　

充
大
□
不
□
未 

﹇　
　
　

 

﹈』」

四
七
六
×
四
三
×
四　

〇
一
一
型
式

　

右
は
、
東
大
寺
の
防
災
施
設
工
事
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
に
よ
り
、
大
仏
殿

廻
廊
西
側
の
地
区
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
ひ
と
つ
に
認
め
ら
れ
た
墨
書
の
釈
文

で
あ
る
。
こ
の
木
簡
は
大
仏
建
立
に
関
わ
る
整
地
層
の
下
に
位
置
す
る
自
然
堆

積
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
ほ
か
に
も
多
く
の
木
簡
が
出
土

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
加
工
痕
跡
が
整
地
層
出
土
の
木
片
と
共
通
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
大
仏
鋳
造
工
事
現
場
で
用
い
ら
れ
た
木
材
が
利
用
さ
れ
た
と

推
定
さ
れ
て
お
り
、記
載
内
容
に
大
仏
鋳
造
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、

大
仏
鋳
造
が
開
始
さ
れ
た
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
九
月
か
ら
大
仏
殿
が
完
成

し
た
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
頃
ま
で
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
（
中
井
・

和
田
一
九
八
九
）。
史
料
９
の
木
簡
も
、
大
仏
鋳
造
な
ど
に
関
わ
る
も
の
と
み

ら
れ
る
。

　

釈
文
に
あ
る
「
薬
院
依
仕
奉
人
」
は
「
薬
院
に
よ
り
て
仕
え
奉
る
人
」
あ
る

い
は
「
薬
院
よ
り
仕
え
奉
る
人
」
と
読
み
、「
薬
院
か
ら
（
派
遣
さ
れ
て
）
仕

え
る
人
」
と
い
う
意
味
で
、
薬
院
す
な
わ
ち
施
薬
院
に
所
属
す
る
大
伴
部
鳥
上

や
大
伴
部
稲
依
が
大
仏
鋳
造
の
場
に
入
る
と
き
の
通
行
証
か
、
二
人
の
勤
務
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
札
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
野
二
〇
一
〇
）。

ま
た
、「
肥
後
国
菊
地
郡
□

〔
子
ヵ
〕

養
郷
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
伴
部
鳥
上
と
稲

依
が
菊
池
郡
子
養
郷
の
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
子
養
郷
は
遺
称
地

の
「
五
海
」
か
ら
、
現
在
の
菊
池
市
七
城
町
の
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
子
養
郷
に
光
明
皇
后
に
関
わ
る
封
戸
が
あ
り
、
大
伴
部
鳥
上
と
大

伴
部
稲
依
は
そ
こ
か
ら
仕
丁
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
上
京
し
て
い
た
と
す
る
見
方

も
あ
る
（
和
田
一
九
九
〇
）。

　

こ
の
木
簡
に
よ
り
、
八
世
紀
中
頃
の
菊
池
郡
子
養
郷
に
大
伴
部
姓
の
人
が
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
大
伴
部
氏
と
は
、
い
か
な
る
氏
族
で
あ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
、
火
国
さ
ら
に
は
九
州
地
方
の
部
民
を
総
合
的
に
分
析
し
た
井
上
氏

は
、
肥
後
に
分
布
す
る
大
伴
部
に
つ
い
て
、
大
伴
連
氏
の
統
属
下
に
あ
る
「
軍

88



事
的
部
民
」
と
位
置
づ
け
、
朝
鮮
半
島
情
勢
が
緊
迫
化
し
た
六
世
紀
に
設
定
さ

れ
た
と
み
た
（
井
上
一
九
七
〇
ａ
・
ｂ
）。
ま
た
小
田
富
士
雄
氏
も
、
九
州
地

方
の
大
伴
部
を
「
軍
事
的
部
民
」
と
み
る
が
、
設
置
の
契
機
と
し
て
は
大
伴
連

氏
に
よ
る
磐
井
の
乱
の
鎮
圧
を
想
定
し
て
い
る
（
小
田
・
坂
上
二
〇
〇
六
）。

こ
れ
ら
の
研
究
を
う
け
、
ま
ず
は
菊
池
地
域
の
大
伴
部
が
中
央
の
大
伴
連
氏
に

連
な
る
集
団
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
再
検
証
し
て
み
た
い
。

　

肥
後
国
に
お
い
て
、
菊
池
郡
の
ほ
か
に
「
大
伴
」
を
称
す
る
氏
族
の
分
布
が

認
め
ら
れ
る
地
域
と
し
て
は
、
益
城
郡
と
葦
北
郡
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
う
ち
益
城
郡
に
は
大
伴
君
熊
凝
な
る
人
物
が
い
た
が
、
史
料
の
残
存
状
況

か
ら
大
伴
連
氏
と
結
び
つ
く
氏
族
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。

　

一
方
、
葦
北
郡
に
は
伴
郷
（『
和
名
抄
』）
が
あ
る
。
伴
郷
は
、
九
世
紀
に
大

伴
郷
が
淳
和
天
皇
の
諱
で
あ
る
「
大
伴
」
を
避
け
て
改
称
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
も
と
は
、
大
伴
部
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
郷
で
あ
ろ
う
。
伴
郷
を
擁
す
る

葦
北
郡
は
、
葦
北
国
造
の
本
拠
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
葦
北
郡
伴
郷
の
大

伴
部
と
大
伴
連
氏
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
は
、「
葦
北
国
造
刑

部
靭
部
阿
利
斯
登
の
子
」
で
あ
る
日
羅
が
、
大
伴
金
村
を
「
我
が
君
」
と
呼
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
る
（
一
二
）。
こ
の
こ
と
は
、
葦
北
国
造
の
一
族
が
倭
王
に
仕
え

る
身
分
で
あ
り
な
が
ら
大
伴
連
氏
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。大
伴
連
氏
は
、

靫
部
を
率
い
た
と
す
る
伝
承
（
一
三
）
を
有
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
葦
北

国
造
の
一
族
が
中
央
に
上
番
し
た
際
に
靫
部
と
し
て
奉
仕
し
、
そ
の
際
に
大
伴

連
氏
と
の
統
属
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る

と
、
葦
北
郡
伴
郷
は
大
伴
連
氏
の
配
下
に
あ
っ
た
人
々
を
編
成
し
た
郷
で
あ
っ

た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
伴
連
氏
の
配
下
に
あ
る
集
団
が
肥
後
国
に
分
布
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
菊
池
地
域
の
大
伴
部
も
同

様
に
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
大
伴
部
に
は
、
大
伴
連
氏
と
は
別
の
系
統
の

も
の
も
あ
っ
た
。

【
史
料
10
】『
日
本
書
紀
』
景
行
五
十
三
年
十
月
条

至
二
上
総
国
一
、
従
二
海
路
一
渡
二
淡
水
門
一
。
是
時
聞
二
覚
賀
鳥
之
声
一
。
欲

レ
見
二
其
鳥
形
一
、
尋
而
出
二
海
中
一
。
仍
得
二
白
蛤
一
。
於
レ
是
、
膳
臣
遠
祖
、

名
磐
鹿
六
鴈
、
以
レ
蒲
為
二
手
繦
一
、
白
蛤
為 

レ
膾
而
進
之
。
故
美
二
六
鴈
臣

之
功
一
、
而
賜
二
膳
大
伴
部
一
。

　

右
は
景
行
天
皇
の
東
国
巡
幸
に
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
膳
臣
氏
の
奉
事
根
源

譚
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
景
行
が
上
総
国
に
到
っ
た
際
、
膳
臣
氏
の
「
遠

祖
」
で
あ
る
磐
鹿
六
鴈
が
白
蛤
を
膾
に
調
理
し
て
進
上
し
、
そ
の
功
績
に
よ
っ

て
「
膳
大
伴
部
」
を
賜
っ
た
と
い
う
。
類
似
の
伝
承
は
『
本
朝
月
令
』
所
引
「
高

橋
氏
文
」
や
『
新
撰
姓
氏
録
』（
左
京
皇
別
上
、
膳
大
伴
部
条
）
に
も
み
え
る
。

特
に
「
高
橋
氏
文
」
で
は
、「
膳
」
字
を
冠
さ
ず
に
「
大
伴
部
」
と
記
さ
れ
て

い
る
点
が
留
意
さ
れ
る
。
大
伴
部
に
は
、大
伴
連
氏
に
連
な
る
系
統
の
ほ
か
に
、

膳
臣
氏
に
連
な
る
系
統
の
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
九
州
地
方
に
目
を
向
け
る
と
、
八
世
紀
初
頭
の
豊
前
国
上
毛
郡
に
膳

大
伴
部
姓
の
人
々
が
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る（
一
四
）。
こ
の
場
合
、「
膳
大
伴
部
」

と
い
う
よ
う
に
「
膳
」
字
を
冠
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
加
目
久
也
里
で
は
膳

大
伴
部
姓
者
と
同
じ
戸
に
膳
臣
姓
の
人
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
中
央
の
膳
臣

氏
に
連
な
る
人
々
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
方
で
九
州
地
方
に
は
、
姓
に
「
膳
」
字
を
冠
し
て
い
な
く
と
も
膳
臣
氏
系

だ
と
推
定
し
得
る
大
伴
部
の
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
令
制
下
の
筑
後
国
上
妻

郡
に
分
布
す
る
大
伴
部
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
人
物
と
し
て
は
、
大
伴
部
博

麻
が
い
る
。
博
麻
は
百
済
戦
役
に
お
い
て
捕
虜
と
な
っ
た
人
物
で
、
持
統
四
年

（
六
九
〇
）
に
新
羅
送
使
ら
と
と
も
に
帰
国
し
た
際
の
記
事
で
は
「
軍
丁
筑
紫
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国
上
陽
咩
郡
人
」と
み
え
る
（
一
五
）。
彼
の
帰
国
の
経
緯
は
次
の
史
料
に
み
え
る
。

【
史
料
11
】『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
十
月
乙
丑
（
二
十
二
日
）
条

詔
二
軍
丁
筑
紫
国
上
陽
咩
郡
人
大
伴
部
博
麻
一
曰
、
於
下
天
豊
財
重
日
足
姫

天
皇
七
年
救
二
百
済
一
之
役
上
、
汝
為
二
唐
軍
一
見
レ
虜
。
洎
二
天
命
開
別
天

皇
三
年
一
、
土
師
連
富
杼
・
氷
連
老
・
筑
紫
君
薩
夜
麻
・
弓
削
連
元
宝
児
、

四
人
、
思
三
欲
奏
二
聞
唐
人
所
一
レ
計
、
縁
レ
無
二
衣
粮
一
、
憂
レ
不
レ
能
レ
達
。

於
是
、
博
麻
謂
二
土
師
富
杼
等
一
曰
、
我
欲
三
共
レ
汝
、
還
二
向
本
朝
一
、
縁

レ
無
二
衣
粮
一
、
倶
不
レ
能
レ
去
。
願
売
二
我
身
一
以
充
二
衣
食
一
。
富
杼
等
任
二

博
麻
計
一
得
レ
通
二
天
朝
一
、
汝
独
淹
二
滞
他
界
一
、
於
レ
今
卅
年
矣
。
朕
嘉
二

厥
尊
レ
朝
愛
レ
国
売
レ
己
顕
一
レ
忠
。
故
賜
二
務
大
肆
、并
絁
五
匹
・
緜
一
十
屯
・

布
卅
端
・
稲
一
千
束
・
水
田
四
町
一
。
其
水
田
及
二
至
曽
孫
一
也
。
兔
二
三
族

課
役
一
、
以
顕
二
其
功
一
。

　

右
の
記
事
に
み
え
る
持
統
天
皇
の
詔
に
よ
る
と
、
博
麻
は
斉
明
七
年

（
六
六
一
）
の
百
済
救
援
の
役
に
お
い
て
捕
虜
と
な
っ
た
。
そ
し
て
天
智
三
年

（
六
六
四
）
に
は
、
土
師
連
富
杼
・
氷
連
老
・
筑
紫
君
薩
夜
麻
・
弓
削
連
元
宝

の
児
ら
四
人
が
唐
人
の
計
画
を
奏
聞
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
衣
糧
が
な
か
っ
た

た
め
、
博
麻
が
自
ら
の
身
を
売
っ
て
衣
食
に
充
て
、
富
杼
ら
の
帰
国
が
適
っ
た

と
い
う
。

　

博
麻
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
筑
紫
国
上
陽
咩
郡
（
後
の
筑
後
国
上

妻
郡
）
の
人
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
妻
郡
は
、
筑
紫
君
磐
井
の
墓
が
所
在
す

る
地
域
と
し
て
知
ら
れ
る
。

【
史
料
12
】 『
釈
日
本
紀
』
所
引
「
筑
後
国
風
土
記
」
逸
文

　
　

上
妻
県
々
南
二
里
、
有
二
筑
紫
君
磐
井
之
墓
墳
一
。

　

こ
の
よ
う
に
磐
井
の
墓
が
所
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
上
妻
郡
は
筑

紫
君
氏
の
有
力
な
拠
点
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
に
分
布
す
る
大
伴

部
は
、
筑
紫
君
氏
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
予
見
で
き
よ
う
。
こ
の
点
に
関

し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
筑
紫
国
造
の
系
譜
で
あ
る
。

【
史
料
13
】『
日
本
書
紀
』
孝
元
七
年
二
月
丁
卯
（
二
日
）
条

立
二
欝
色
謎
命
一
為
二
皇
后
一
。
后
生
二
二
男
一
女
一
。
第
一
曰
二
大
彦
命
一
。

第
二
曰
二
稚
日
本
根
子
彦
大
日
日
天
皇
一
。
第
三
曰
二
倭
迹
迹
姫
命
一
。〈
一

云
、
天
皇
母
弟
少
彦
男
心
命
也
。〉
妃
伊
香
色
謎
命
生
二
彦
太
忍
信
命
一
。

次
妃
河
内
青
玉
繋
女
埴
安
媛
生
二
武
埴
安
彦
命
一
。
兄
大
彦
命
、是
阿
倍
臣
・

膳
臣
・
阿
閇
臣
・
狭
狭
城
山
君
・
筑
紫
国
造
・
越
国
造
・
伊
賀
臣
、
凡
七

族
之
始
祖
也
。
彦
太
忍
信
命
、
是
武
内
宿
祢
之
祖
父
也
。

【
史
料
14
】『
先
代
旧
事
本
紀
』
国
造
本
紀

筑
紫
国
造
。
志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
、
阿
倍
朝
臣
同
祖
大
彦
命
五
世
孫
、
日

　

道
命
定
二
賜
国
造
一
。

　
『
日
本
書
紀
』
や
「
国
造
本
紀
」
に
よ
る
と
、
筑
紫
国
造
は
阿
倍
臣
氏
や
膳

臣
氏
な
ど
と
と
も
に
大
彦
命
を
「
祖
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
上
妻
郡
の
大

伴
部
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
筑
紫
君
氏

の
有
力
な
拠
点
で
あ
る
上
妻
郡
に
分
布
し
て
い
た
大
伴
部
は
、
大
伴
連
氏
系
で

は
な
く
、
膳
臣
氏
系
だ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
妻

郡
の
大
伴
部
は
筑
紫
君
氏
と
同
じ
地
域
に
拠
点
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
祖

関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
（
一
六
）。

　

こ
こ
ま
で
、
九
州
地
方
に
は
大
伴
連
氏
系
と
膳
臣
氏
系
、
両
方
の
大
伴
部
が

分
布
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
改
め
て
菊
池
地
域
の
大

伴
部
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
重
要
な
の
は
、
も
と
も
と
菊
池
地
域

を
拠
点
と
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
久
々
智
氏
が
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
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譜
を
有
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
菊
池
郡
の
あ
た
り
に
大
彦
命
系

を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
も
つ
勢
力
が
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
点
か
ら
す
る

と
、
菊
池
地
域
の
大
伴
部
も
同
様
に
、
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
集
団
、
す
な

わ
ち
膳
臣
氏
系
の
大
伴
部
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
４
）
菊
池
地
域
と
筑
紫
君
氏

　

以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
菊
池
地
域
と
関
わ
り
の
深
い
氏
族
の
う
ち
、
久
々

智
氏
と
大
伴
部
氏
は
い
ず
れ
も
大
彦
命
後
裔
氏
族
で
あ
っ
た
。
菊
池
郡
は
肥
後

国
の
な
か
で
も
北
部
に
位
置
し
て
お
り
、
筑
紫
君
氏
の
拠
点
が
あ
っ
た
筑
後
国

上
妻
郡
に
近
接
し
て
い
る
。
菊
池
地
域
の
氏
族
が
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
系

譜
を
有
し
て
い
た
の
は
、
筑
紫
君
氏
と
の
関
係
性
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
久
々
智
氏
や
大
伴
部
氏
は
、
筑
紫
君
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
こ
と

を
背
景
と
し
て
、
大
彦
命
を
「
祖
」
と
す
る
系
譜
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
大
過
な
け
れ
ば
、
菊
池
地
域
は
あ
る
時
期
、
筑
紫
君
氏

の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
火
国
に
筑
紫
君
氏
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た

こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
史
料
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
15
】『
日
本
書
紀
』
継
体
二
十
一
年
六
月
甲
午
（
三
日
）
条

近
江
毛
野
臣
率
二
衆
六
万
一
、
欲
下
往
二
任
那
一
、
為
二
復
興
建
新
羅
所
レ
破

南
加
羅
・
喙
己
呑
一
、
而
合
中
任
那
上
。
於
レ
是
、
筑
紫
国
造
磐
井
陰
謨
二
叛

逆
一
、
猶
予
経
レ
年
。
恐
二
事
難
一
レ
成
、
恒
伺
二
間
隙
一
。
新
羅
知
レ
是
、
密

行
二
貨
賂
于
磐
井
所
一
、
而
勧
レ
防
二
遏
毛
野
臣
軍
一
。
於
レ
是
磐
井
掩
二
拠

火
豊
二
国
一
、
勿
レ
使
レ
修
レ
職
。
外
邀
二
海
路
一
誘
二
致
高
麗
・
百
済
・
新
羅
・

任
那
等
国
年
貢
職
船
一
、
内
遮
下
遣
二
任
那
一
毛
野
臣
軍
上
。
乱
語
揚
言
曰
、

今
為
二
使
者
一
、
昔
為
二
吾
伴
一
、
摩
レ
肩
触
レ
肘
共
レ
器
同
レ
食
。
安
得
四
率
爾

為
レ
使
、
俾
三
余
自
二
伏
儞
前
一
、
遂
戦
而
不
レ
受
。
驕
而
自
矜
。

　

右
は
い
わ
ゆ
る
「
磐
井
の
乱
」
の
勃
発
を
記
し
た
記
事
の
前
半
部
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
磐
井
が
火
・
豊
の
二
国
に
勢
力
を
張
っ
て
職
務
を

お
こ
な
わ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
磐
井
を
貶
め
る
意

図
に
も
と
づ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
み
え
る
磐
井
の
行
為
が
事
実
か
ど

う
か
は
別
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
菊
池
地
域
に
大
彦
命
後

裔
氏
族
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
筑
紫
君
氏
の
勢
力
が
肥
後
北
部

に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
磐
井
が
豊
国
に
勢
力
を
伸

ば
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
菊
池
地
域
に
お
け
る
筑
紫

君
氏
の
影
響
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な
る
。

【
史
料
16
】『
釈
日
本
紀
』
所
引
「
筑
後
国
風
土
記
」
逸
文

俄
而
官
軍
動
発
、
欲
レ
襲
之
間
、
知
二
勢
不
一
レ
勝
、
独
自
遁
二
于
豊
前
国
上

膳
県
一
、
終
二
于
南
山
峻
嶺
之
曲
一
。
於
レ
是
、
官
軍
追
尋
失
レ
蹤
。

　

右
は
史
料
12
と
一
体
の
記
事
で
、
磐
井
の
乱
の
顛
末
を
語
る
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
官
軍
に
勝
て
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
磐
井
は
、
豊
前
国
上
膳
県

（
上
毛
郡
）
に
逃
れ
て
身
を
隠
し
た
と
い
う
。
先
述
の
よ
う
に
豊
前
国
上
毛
郡

は
膳
臣
氏
系
の
膳
大
伴
部
姓
の
人
々
が
分
布
す
る
地
域
で
あ
り
、「
ミ
ケ
」
と

い
う
郡
名
も
、
こ
う
し
た
集
団
の
存
在
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
膳
大
伴
部

は
膳
臣
氏
に
連
な
る
集
団
で
あ
る
か
ら
、
筑
紫
君
氏
と
同
祖
関
係
に
あ
た
る
。

つ
ま
り
、
上
毛
郡
に
膳
大
伴
部
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
地
に
筑
紫
君

氏
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
磐

井
が
上
膳
県
に
逃
れ
た
と
す
る
記
事
が
存
在
す
る
の
も
、
故
な
き
こ
と
で
は
な

い
と
い
え
よ
う
。
膳
臣
氏
系
の
大
伴
部
が
分
布
し
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
肥

後
国
菊
池
郡
は
豊
前
国
上
毛
郡
な
ど
と
と
も
に
、
筑
紫
君
氏
の
影
響
が
み
て
と

れ
る
地
域
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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な
お
、
筑
紫
国
造
が
大
彦
命
後
裔
氏
族
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
倍
臣
氏

と
同
祖
関
係
に
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
百
済
救
援
軍
の
後
将
軍
と
な
っ
た

阿
倍
比
羅
夫
が
ミ
コ
ト
モ
チ
と
し
て
筑
紫
国
に
滞
在
し
た
ら
し
い
こ
と
と
関
連

付
け
る
説
が
あ
る
（
長
一
九
九
一
ｂ
）。
こ
の
よ
う
な
形
で
筑
紫
君
氏
が
阿
倍

臣
氏
と
政
治
的
に
結
び
つ
く
機
会
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
同
祖
関
係
が
形
成
さ

れ
た
背
景
を
考
え
る
う
え
で
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
こ
の
場
合
、

（
膳
）
大
伴
部
が
九
州
地
方
の
北
部
に
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
の
解
釈
が
難

し
く
な
る
。
そ
こ
で
筑
紫
君
氏
が
阿
倍
臣
・
膳
臣
氏
な
ど
と
同
祖
関
係
を
形
成

し
た
背
景
に
つ
い
て
、
別
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。 

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
国
造
な
ど
地
方
豪
族
の
一
族

に
よ
る
仕
奉
の
一
つ
と
し
て
食
膳
奉
仕
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
史
料
15
に
よ

れ
ば
、
磐
井
は
近
江
毛
野
に
対
し
て
、
か
つ
て
は
「
伴
」
と
し
て
肩
を
摩
り
肘

を
触
れ
、
同
じ
器
で
と
も
に
食
事
を
し
た
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ

の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
磐
井
は
中
央
に
上
番
し
た
経
験
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
国

造
の
一
族
が
中
央
に
上
番
し
た
際
、
従
事
す
る
職
務
を
通
じ
て
中
央
の
豪
族
と

政
治
的
関
係
を
形
成
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
先
述
の
よ
う
に
大
伴
金
村

を
「
我
が
君
」
と
仰
ぐ
葦
北
国
造
の
一
族
は
、
中
央
に
上
番
し
た
際
に
靫
部
と

し
て
奉
仕
し
た
こ
と
を
契
機
に
大
伴
連
氏
と
政
治
的
関
係
を
結
ん
だ
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
方
豪
族
の
一
族
が
中
央
に
上
番
し
た
際
に
お
こ
な

う
奉
仕
と
し
て
は
、
先
に
触
れ
た
白
髪
部
舎
人
・
白
髪
部
膳
夫
・
白
髪
部
靭
負

の
例
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
靫
部
や
舎
人
と
し
て
の
王
宮
の
警
護
の
ほ

か
、
膳
夫
と
し
て
の
食
膳
奉
仕
も
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
食
膳
奉
仕
に
従
事
す
る

場
合
、
中
央
で
そ
れ
を
統
括
す
る
膳
臣
氏
な
ど
と
政
治
的
関
係
を
結
ぶ
機
会
が

生
じ
る
。

　

ま
た
「
高
橋
氏
文
」
に
は
、
景
行
の
東
国
巡
幸
に
際
し
、
無
邪
国
造
や
知
々

夫
国
造
な
ど
の
先
祖
た
ち
が
磐
鹿
六
獦
命
の
も
と
で
食
膳
奉
仕
し
た
こ
と
の
ほ

か
、諸
氏
や
東
国
の
国
造
十
七
氏
に
「
枕
子
」
を
進
上
さ
せ
て
食
膳
奉
仕
さ
せ
、

磐
鹿
六
獦
命
が
そ
れ
を
率
い
た
こ
と
が
み
え
る
。
地
域
は
異
な
る
も
の
の
、
国

造
の
一
族
に
よ
る
食
膳
奉
仕
の
様
相
が
う
か
が
わ
れ
参
考
と
な
る
。

　

筑
紫
君
氏
が
膳
臣
氏
な
ど
と
同
祖
関
係
に
あ
る
の
は
、
食
膳
奉
仕
を
通
し
て

政
治
的
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
り
わ
け
、

筑
紫
君
氏
の
一
族
が
中
央
に
上
番
し
た
際
に
食
膳
奉
仕
に
従
事
し
、
そ
れ
を
統

括
す
る
膳
臣
氏
な
ど
と
政
治
的
関
係
を
形
成
し
た
可
能
性
が
高
い
。
筑
後
国
上

妻
郡
や
豊
前
国
上
毛
郡
、
肥
後
国
菊
池
郡
な
ど
に
（
膳
）
大
伴
部
が
分
布
し
て

い
る
の
は
、
こ
う
し
た
筑
紫
君
氏
の
食
膳
奉
仕
を
背
景
と
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　

な
お
注
意
を
要
す
る
の
は
、
磐
井
の
乱
後
に
「
疆
場
」
が
定
め
ら
れ
た
と
さ

れ
る
点
で
あ
る
（
一
七
）。
磐
井
が
火
国
・
豊
国
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
と
す
る

記
述
と
の
対
応
関
係
を
勘
案
す
れ
ば
、「
疆
場
」
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
筑
紫
君
氏
に
よ
る
火
国
・
豊
国
の
支
配
権
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
捉
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
筑
紫
君
氏
に
よ
る
菊
池
地
域
へ
の
影
響
力

は
、
磐
井
の
乱
の
後
に
措
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、大
伴
部
な
ど
筑
紫
君
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
集
団
が
、

火
国
の
諸
豪
族
の
配
下
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
徴
証
は
確
認
で
き

な
い
。
ま
た
、
乱
後
も
筑
紫
君
氏
は
国
造
と
し
て
倭
王
権
へ
の
奉
仕
を
続
け
て

い
た
―
―
む
し
ろ
筑
紫
国
造
が
任
命
さ
れ
た
の
は
磐
井
の
乱
後
だ
と
す
る
見
方

も
強
い
（
吉
田
一
九
七
五
、
舘
野
一
九
九
九
な
ど
）。
だ
と
す
れ
ば
、
筑
紫
君

氏
の
一
族
は
磐
井
の
乱
後
も
倭
王
へ
の
食
膳
奉
仕
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
磐
井
の
乱
後
も
筑
紫
君
氏
は
食
膳
奉
仕
を
お
こ
な
う

た
め
の
基
盤
と
し
て
大
伴
部
を
支
配
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
菊
池
地
域
の
大
伴
部
は
磐
井
の
乱
後
も
筑
紫
君
氏
の
勢
力
下
に

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
子
孫
た
ち
は
庚
午
年
籍
作
成
の
際
の
定
姓
に
あ
た
っ

て
、
筑
紫
君
氏
の
職
務
の
一
つ
で
あ
る
食
膳
奉
仕
と
関
わ
る
大
伴
部
姓
が
与
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
久
々
智
氏
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
磐
井
の
乱
後
も

筑
紫
君
氏
と
の
結
び
つ
き
を
保
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で

同
祖
関
係
を
保
持
し
続
け
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
（
５
）
秦
人
氏

　

鞠
智
城
跡
の
貯
水
池
跡
か
ら
は
、
木
簡
お
よ
び
木
簡
状
木
製
品
が
数
点
出
土

し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点
に
は
、次
の
よ
う
な
墨
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
17
】
鞠
智
城
跡
貯
水
池
跡
出
土
木
簡

　
　
「
＜
秦
人
忍 

□
〔
米
カ
〕五
斗
」

一
三
四
×
二
六
×
五　

〇
三
二
型
式

　

出
土
し
た
粘
土
層
か
ら
は
七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
後
半
頃
に
比
定
さ
れ
る
遺

物
が
検
出
さ
れ
て
お
り
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）、
こ
の
木
簡
の
年

代
も
そ
の
範
囲
に
収
ま
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
木
簡
は
、
上
部
の
左
右
に
切
り

込
み
の
あ
る
形
や
「
□

〔
米
カ
〕五
斗
」
と
い
う
記
載
内
容
か
ら
、
荷
札
木
簡
と
み
て
よ

い
。
釈
文
に
み
え
る
秦
人
忍
と
い
う
人
物
が
そ
の
負
担
者
で
あ
ろ
う
。
鞠
智
城

跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
米
が
運
搬
さ
れ
て
荷
札
木

簡
が
取
り
外
さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
木
簡
の
記
載
内
容

に
つ
い
て
留
意
さ
れ
る
の
は
、
秦
人
忍
の
所
属
す
る
国
・
郡
・
郷
（
里
）
な
ど

の
記
載
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
記
載
形
式
か
ら
、
鞠
智
城
が
所
在

す
る
肥
後
国
菊
池
郡
に
属
す
る
人
物
か
ら
の
貢
進
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い

る
（
佐
藤
二
〇
一
四
）。
す
な
わ
ち
、
菊
池
地
域
に
秦
人
氏
が
い
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
秦
人
氏
は
い
か
な
る
事
情
で
菊
池
地
域
に
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

木
簡
に
み
え
る
秦
人
姓
は
、
庚
午
年
籍
の
作
成
に
お
け
る
定
姓
に
あ
た
っ

て
、
秦
人
と
よ
ば
れ
る
渡
来
系
の
人
々
に
与
え
ら
れ
た
姓
で
あ
ろ
う
。
秦
人
と

は
、
百
済
か
ら
「
来
帰
」
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
弓
月
君
を
「
祖
」
と
し
（
一
八
）、

秦
の
始
皇
帝
の
後
裔
（
一
九
）
と
も
称
す
る
秦
氏
の
傘
下
に
あ
っ
た
渡
来
系
の
人
々

で
あ
る
。
秦
氏
は
巨
大
な
集
団
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
傘
下
に
あ
る

渡
来
系
集
団
の
故
地
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
「
祖
」
と
さ
れ
る
弓
月

君
は
百
済
か
ら
渡
来
し
た
と
さ
れ
る
が
、
彼
が
率
い
て
い
た
人
夫
た
ち
は
新
羅

人
の
妨
害
に
あ
っ
て
加
羅
に
留
ま
り
、
結
局
は
新
羅
王
が
罪
に
服
し
、
弓
月
の

人
夫
を
率
い
て
葛
城
襲
津
彦
と
と
も
に
渡
来
し
た
と
い
う
（
二
〇
）。
ま
た
、
仁
徳

期
に
お
け
る
茨
田
堤
の
築
造
を
め
ぐ
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
は
新
羅
人
の
朝
貢

が
あ
っ
て
役
し
た
と
伝
え
る
が（
仁
徳
十
一
年
是
歳
条
）、そ
れ
に
対
応
す
る『
古

事
記
』
仁
徳
段
の
記
事
は
秦
人
を
役
し
た
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
い
ず
れ

も
伝
承
的
な
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
が
、
秦
氏
の
傘
下
に
加
耶
系
や
新
羅
系

の
集
団
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
地
方
に
お
け
る
秦
人
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
一
連
の
記

事
が
あ
る
。

【
史
料
18
】『
日
本
書
紀
』
雄
略
十
五
年
条

秦
民
分
散
、
臣
連
等
各
随
レ
欲
駈
使
。
勿
レ
委
二
秦
造
一
。
由
レ
是
秦
造
酒
甚

以
為
レ
憂
、
而
仕
二
於
天
皇
一
。
天
皇
愛
寵
之
。
詔
聚
二
秦
民
一
賜
二
於
秦
酒

公
一
。
公
仍
領
二
率
百
八
十
種
勝
一
、
奉
二
献
庸
調
絹
縑
一
、
充
二
積
朝
庭
一
。

因
レ
賜
姓
曰
二
禹
豆
麻
佐
一
。〈
一
云
二
禹
豆
母
利
麻
佐
一
。
皆
盈
積
之
貌
也
。〉

【
史
料
19
】『
日
本
書
紀
』
雄
略
十
六
年
七
月
条

　
　

詔
宜
レ
桑
国
県
殖
レ
桑
。
又
散
二
遷
秦
民
一
使
レ
献
二
庸
調
一
。

　

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
秦
の
民
は
分
散
し
て
臣
・
連
と
い
っ
た
諸
豪
族
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に
駆
使
さ
れ
て
い
た
が
、
雄
略
の
命
令
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
秦
酒
公
に
与
え
ら

れ
た
（
史
料
18
）。
そ
し
て
翌
年
に
は
、
国
県
に
桑
を
植
え
さ
せ
る
際
、
秦
民

を
分
散
さ
せ
て
庸
・
調
を
奉
ら
せ
た
と
い
う
（
史
料
19
）。
類
似
の
伝
承
は
、

時
代
設
定
な
ど
多
少
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、『
新
撰
姓
氏
録
』（
左
京
諸
蕃

上
、太
秦
公
宿
祢
条
）
や
『
本
朝
月
令
』
所
引
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
も
み
え
る
。

こ
う
し
た
伝
承
に
よ
れ
ば
、
各
地
の
秦
人
は
倭
王
権
に
よ
っ
て
各
地
に
配
置
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
史
料
19
に
つ
い
て
は
、
説
話
が
成
立
し
た
時
に

秦
の
民
は
全
国
に
散
在
し
て
お
り
、
史
料
18
の
よ
う
に
秦
の
民
を
聚
め
た
話
を

造
っ
た
が
た
め
に
、
当
時
の
現
状
に
あ
わ
せ
て
散
ら
す
話
が
必
要
に
な
っ
た
た

め
造
ら
れ
た
の
だ
と
さ
れ
る
（
二
一
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
伝
承
を
も
と

に
秦
氏
を
構
成
す
る
渡
来
系
集
団
が
倭
王
権
に
よ
っ
て
諸
国
に
配
置
さ
れ
た
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
加
藤
謙
吉
氏
に
よ
れ
ば
、秦
の
民
が
「
臣
連
」

な
ど
に
隷
属
し
た
と
す
る
点
は
史
実
の
一
端
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
大
き

く
、「
秦
の
民
と
は
本
来
、
畿
内
の
在
地
豪
族
や
国
造
に
任
ぜ
ら
れ
た
地
方
の

首
長
の
支
配
下
に
あ
っ
た
人
民
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
渡
来
系
の

住
民
が
王
権
直
属
の
民
と
し
て
割
き
取
ら
れ
、
秦
氏
の
下
に
編
成
さ
れ
た
の
が

秦
人
と
呼
ば
れ
る
集
団
で
あ
っ
た
と
い
う
（
加
藤
二
〇
〇
九
）。
こ
の
点
を
踏

ま
え
る
と
、
菊
池
地
域
の
秦
人
も
、
秦
氏
の
も
と
に
編
成
さ
れ
る
前
は
何
ら
か

の
勢
力
の
も
と
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
で
は
、
秦
人
は
い
か
な
る
勢
力
の
も

と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
注
目
し
た
い
の
は
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う

に
、
菊
池
地
域
が
筑
紫
君
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
て
参
考
に
な
る
の
は
、
同
じ
く
筑
紫
君
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ

た
豊
前
国
上
毛
郡
に
も
秦
系
氏
族
が
濃
密
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち 

大
宝
二
年
「
豊
前
国
上
三
毛
郡
塔
里
戸
籍
」（
二
二
）
に
は
塔
勝
な
ど
の

勝
姓
者
と
秦
部
姓
者
が
、
同
じ
く
「
豊
前
国
上
毛
郡
加
目
久
也
里
戸
籍
」（
二
三
）

に
は
上
屋
勝
な
ど
の
勝
姓
者
と
秦
部
姓
者
が
多
く
み
え
る
。
勝
姓
氏
族
は
各
地

の
秦
氏
の
支
配
下
集
団
を
率
い
る
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
八
木

一
九
五
七
、
加
藤
二
〇
〇
九
）。
肥
後
国
菊
池
郡
や
豊
前
国
上
毛
郡
の
あ
た
り

が
い
ず
れ
も
あ
る
時
期
に
筑
紫
君
氏
の
勢
力
下
に
あ
り
、
と
も
に
秦
系
氏
族
が

分
布
し
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
地
域
に

お
け
る
秦
人
な
ど
の
渡
来
系
集
団
は
、
も
と
も
と
筑
紫
君
氏
の
支
配
下
に
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筑
紫
君
氏
と
渡
来
人
の
関
係
は
次
の
史
料

に
も
み
え
る
。

【
史
料
20
】『
先
代
旧
事
本
紀
』
国
造
本
紀

伊
吉
嶋
造
。
磐
余
玉
穂
朝
、
伐
二
石
井
従
者
新
羅
海
辺
人
一
、
天
津
水
凝

　

後
上
毛
布
直
造
。

　

右
は
伊
吉
嶋
造
の
系
譜
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
祖
先
は
継
体
朝
に
石
井

（
磐
井
）
に
従
っ
て
い
た
「
新
羅
の
海
辺
の
人
」
を
伐
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
か
ら
、磐
井
が
新
羅
か
ら
の
渡
来
人
を
従
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
磐
井
は
「
高
麗
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
」
の
「
貢

職
船
」
を
誘
致
し
て
い
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
て
い
る
（
史
料
15
）。
乱
後
に
連

坐
を
怖
れ
た
筑
紫
君
葛
子
は
贖
罪
と
し
て
糟
屋
屯
倉
を
献
上
し
た
と
さ
れ
る
が

（
二
四
）、
磐
井
は
こ
の
よ
う
な
玄
界
灘
の
沿
岸
部
に
所
在
す
る
拠
点
を
利
用
し
て

朝
鮮
諸
国
と
の
交
流
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
筑
紫
君
氏
は
こ
う
し
た

朝
鮮
諸
国
と
の
交
流
の
な
か
で
渡
来
人
を
招
来
し
、
支
配
下
に
置
い
て
い
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
菊
池
地
域
の
秦
人
も
、
も
と
は
こ
の
よ
う
に
筑
紫
君
氏
に

よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
渡
来
系
集
団
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の

後
、
倭
王
権
に
よ
っ
て
筑
紫
君
氏
の
支
配
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
中
央
の
秦
氏
に

委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
契
機
と
し
て
は
、
ひ
と
ま
ず
磐
井
の
乱
の
戦
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後
処
理
を
想
定
で
き
る
。

　

ち
な
み
に
、
豊
前
国
の
秦
系
氏
族
は
「
新
羅
国
神
」
と
さ
れ
る
香
春
神
を
奉

斎
し
て
い
た
と
さ
れ
、中
国
史
書
の
記
載
か
ら
弁
辰
（
加
羅
）
や
辰
韓
（
新
羅
）

か
ら
渡
来
し
て
き
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
平
野
二
〇
一
八
）。
こ
の
点
と
、
磐

井
の
従
者
に
新
羅
人
が
い
た
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
―
―
筑
紫
君
氏
の
支
配
下

に
あ
っ
た
渡
来
人
の
故
地
を
特
定
の
国
・
地
域
に
絞
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
―
―
、
菊
池
地
域
の
秦
人
は
新
羅
系
の
集
団
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た
背
景
を
考
え
る
た
め
の
作
業
の
一
環
と
し

て
、
火
君
氏
と
菊
池
地
域
に
関
わ
る
諸
氏
族
を
中
心
に
肥
後
の
古
代
氏
族
を
と

り
あ
げ
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
当
該
地
域
の
歴
史
的
性
格
を
検
討
し
て
き
た
。

主
な
論
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
火
君
氏
は
、
後
の
肥
前
・
肥
後
を
含
ん
だ
広
義
の
火
国
の
諸
勢
力
が
結
集
し

て
成
立
し
た
氏
族
で
あ
る
。
火
君
氏
の
仕
奉
で
あ
る
「
火
」
と
は
、
広
義
の

火
国
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
主
に
海
上
交

通
ル
ー
ト
の
掌
握
が
想
定
さ
れ
る
。

②
火
君
氏
を
め
ぐ
る
同
祖
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
火
君
氏
と
大
分
君
氏
が
系

譜
を
接
合
し
、
後
か
ら
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
阿
蘇
君
氏
が
系
譜
を
接
合
し
た
と

考
え
ら
れ
、諸
氏
族
間
に
よ
る
政
治
的
関
係
の
形
成
過
程
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
筑
紫
三
家
連
氏
と
の
同
祖
関
係
は
、
阿
蘇
君
・
火
君
・
大
分
君
の
各

氏
が
那
津
官
家
の
「
修
造
」
に
関
与
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。

③
菊
池
地
域
に
関
わ
る
氏
族
の
う
ち
、
久
々
智
氏
と
大
伴
部
氏
は
い
ず
れ
も
筑

紫
君
氏
と
同
祖
関
係
に
あ
る
氏
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
大
伴
部
氏
は
、
も

と
も
と
膳
臣
氏
系
の
大
伴
部
で
あ
り
、
筑
紫
君
氏
に
よ
る
倭
王
へ
の
食
膳
奉

仕
を
背
景
に
編
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
っ
た
。

④
菊
池
地
域
の
秦
人
は
、
も
と
も
と
筑
紫
君
氏
が
招
来
し
た
渡
来
系
集
団
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
磐
井
の
乱
な
ど
を
契
機
と
し
て
倭
王
権
に
よ
り
筑
紫
君

氏
の
も
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
中
央
の
秦
氏
に
委
ね
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
の
考
察
は
、
鞠
智
城
が
築
か
れ
た
背
景
を
解
明
す
る
た
め
の
基
礎
作

業
の
一
環
で
あ
り
、
必
ず
し
も
鞠
智
城
の
築
造
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
鞠
智
城
が
築
造
さ
れ
た
背
景
を
考
え
る
う
え
で
一
定
の
参
考
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
鞠
智
城
が
火
君
氏
な
ど
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
て
築
か
れ

た
と
す
る
説
の
当
否
に
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
は
、
七
世

紀
後
半
に
お
け
る
火
君
氏
の
動
態
、特
に
国
際
交
流
へ
の
関
与
が
重
要
に
な
る
。

従
来
、
火
君
氏
は
磐
井
の
乱
後
に
国
際
交
流
の
拠
点
と
な
る
北
部
九
州
の
沿
岸

地
域
に
進
出
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る

拠
点
を
前
提
と
し
て
倭
王
に
仕
奉
す
る
氏
族
と
し
て
成
立
し
た
の
が
火
君
氏
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鞠
智
城
の
築
造
と
火
君
氏
と
の
関
わ
り
は
、
そ
の
点

を
踏
ま
え
て
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
②
は
鞠
智
城
と
関
わ
る
交
通
路
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
参
考
に
な

る
。
こ
れ
ま
で
、『
延
喜
式
』
駅
路
以
前
の
官
道
で
あ
る
車
路
の
支
路
と
し
て
、

菊
池
郡
と
合
志
郡
の
境
界
の
花
房
台
地
で
本
路
か
ら
分
岐
し
、
阿
蘇
郡
を
経
て

豊
後
に
至
る
と
い
う
「
豊
肥
支
路
」
が
復
元
さ
れ
て
お
り
、
鞠
智
城
は
車
路
の

通
過
地
の
地
形
的
条
件
に
恵
ま
れ
た
米
原
周
辺
に
築
造
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
鶴
島
一
九
七
九
・
一
九
九
七
）。
そ
の
一
方
、
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
逆

に
、
鞠
智
城
が
造
ら
れ
た
後
、
制
度
が
整
う
中
で
車
路
が
そ
こ
を
通
る
よ
う
に
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注（
一
）『
日
本
書
紀
』
天
智
四
年
八
月
条
。

（
二
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
閏
二
月
丙
辰
（
二
十
四
）
条
。

（
三
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
閏
二
月
丁
巳
（
二
十
五
日
）
条
。

（
四
）『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
六
月
己
酉
（
二
十
日
）
条
。

（
五
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
三
月
十
六
日
丙
午
条
。

（
六
）『
日
本
書
紀
』
清
寧
二
年
二
月
条

（
七
）『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
五
月
甲
子
（
二
日
）
条
。

（
八
）「
国
造
本
紀
」
に
み
え
る
火
国
造
の
系
譜
は
火
直
氏
の
も
の
だ
と
す
る
見
方
も
あ

る
（
須
永
二
〇
一
七
）。

（
九
）『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書
店
）
八
六
頁
、
頭
注
。

（
一
〇
）
天
平
勝
宝
元
年
「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
貢
賤
解
案
」（『
大
日
本
古
文
書　

東

大
寺
文
書
之
三
（
東
南
院
文
書
之
三
）』
一
六
二
頁
／
『
東
南
院
文
書
』
第
五
櫃

第
八
巻
）
ほ
か
。

（
一
一
）『
尼
崎
市
史
』
第
四
巻
（
尼
崎
市
役
所
、
一
九
七
三
年
）、
一
般
編
年
史
料
―

八
一
。

（
一
二
）『
日
本
書
紀
』
敏
達
十
二
年
是
歳
条
。

（
一
三
）『
日
本
書
紀
』
景
行
四
十
年
是
歳
条
。『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
神
別
中
、
大
伴

宿
祢
条
。『
令
集
解
』
職
員
令
61
左
衛
士
府
条
所
引
、
弘
仁
二
年
十
一
月
二
十
八

日
付
官
符
所
引
「
大
伴
宿
祢
真
木
麻
呂
・
佐
伯
宿
祢
金
山
等
解
」。

（
一
四
）
大
宝
二
年
「
豊
前
国
上
三
毛
郡
塔
里
戸
籍
」（『
大
日
本
古
文
書
』
一
―

一
五
三
頁
／
『
正
倉
院
文
書
』
正
集
四
十
一
）。
同
年
「
豊
前
国
上
毛
郡
加
目

久
也
里
戸
籍
」（『
大
日
本
古
文
書
』
一
―
一
五
七
頁
／
『
正
倉
院
文
書
』
正
集

四
十
一
）。

（
一
五
）『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
九
月
丁
酉
（
二
十
三
日
）
条
。

（
一
六
）
大
伴
部
博
麻
が
自
分
の
身
を
売
っ
て
ま
で
四
人
を
帰
国
さ
せ
た
の
は
、
そ
の

中
に
主
君
と
も
い
え
る
筑
紫
君
薩
夜
麻
が
い
た
た
め
だ
と
す
る
指
摘
も
あ
る（
森

二
〇
〇
九
）。

造
ら
れ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
長
一
九
九
一
ａ
）。
車
路
の
通
過
地
は
、
火
・

阿
蘇
・
大
分
と
い
っ
た
各
国
造
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
系
譜
の
分
析
か
ら
析
出

さ
れ
た
よ
う
な
火
君
氏
・
阿
蘇
君
氏
・
大
分
君
氏
の
政
治
的
関
係
の
形
成
過
程

を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
車
路
の
整
備
、
さ
ら
に
は
鞠
智
城
が
築
造

さ
れ
た
事
情
の
一
端
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

③
④
に
つ
い
て
は
、
鞠
智
城
、
ひ
い
て
は
古
代
山
城
の
立
地
を
考
え
る
う
え

で
重
要
で
あ
る
。
③
に
よ
れ
ば
、
菊
池
地
域
は
筑
紫
国
の
一
部
で
は
な
い
も
の

の
、
七
世
紀
以
前
は
筑
紫
君
氏
の
強
い
影
響
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
鞠
智
城
が

こ
う
し
た
地
域
に
築
造
さ
れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
今
後
検
討
を
深

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
④
に
よ
れ
ば
、
鞠
智
城
は
秦
人
の
分
布
地
域
に
築

造
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
る
。
筑
紫
君
氏
と
の
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
菊
池
地
域

に
お
け
る
秦
人
（
に
編
成
さ
れ
る
渡
来
系
集
団
）
の
居
住
は
六
世
紀
以
前
に
遡

る
と
考
え
ら
れ
、
鞠
智
城
の
造
営
を
契
機
と
し
て
こ
の
地
に
配
置
さ
れ
た
と
は

考
え
が
た
い
。
た
だ
し
、
倭
王
権
の
直
轄
的
な
性
格
が
強
い
秦
人
の
性
格
に
鑑

み
れ
ば
、
鞠
智
城
造
営
の
労
働
力
編
成
を
考
え
る
際
は
秦
人
と
の
関
係
を
視
野

に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
秦
氏
の
有
す
る
土
木
・
建
築
技
術
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
。

　

以
上
、
本
稿
で
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
て
若
干
の
見
通
し
を
述
べ
た
。
な
お

本
稿
で
は
、
火
君
氏
に
関
し
て
触
れ
て
い
な
い
史
料
も
多
く
、
筑
紫
に
お
け
る

分
布
の
解
釈
や
筑
紫
君
氏
と
の
関
係
な
ど
論
じ
残
し
た
点
も
多
い
。
ま
た
菊
池

地
域
に
関
わ
る
氏
族
に
つ
い
て
も
、
わ
ず
か
な
史
料
か
ら
復
元
し
得
え
た
氏
族

を
分
析
し
た
に
す
ぎ
ず
、
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
氏
族
（
二
五
）
と
の
関
わ
り
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

鞠
智
城
の
立
地
に
つ
い
て
新
た
な
側
面
が
み
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

ら
の
点
は
今
後
の
調
査
・
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。
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（
一
七
）『
日
本
書
紀
』
継
体
二
十
二
年
十
一
月
甲
子
（
十
一
日
）
条
。

（
一
八
）『
日
本
書
紀
』
応
神
十
四
年
是
歳
条
な
ど
。

（
一
九
）『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
諸
蕃
上
、
太
秦
公
宿
祢
条
な
ど
。

（
二
〇
）『
日
本
書
紀
』
応
神
十
六
年
八
月
条
。

（
二
一
）『
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書
店
）、
四
九
四
頁
、
頭
注
）。

（
二
二
）『
大
日
本
古
文
書
』
一
―
一
四
二
〜
一
五
四
頁
／
『
正
倉
院
文
書
』
正
集

四
十
一
。

（
二
三
）『
大
日
本
古
文
書
』
一
―
一
五
五
〜
一
六
二
頁
／
『
正
倉
院
文
書
』
正
集

四
十
一
。

（
二
四
）『
日
本
書
紀
』
継
体
二
十
二
年
十
二
月
条
。

（
二
五
）
筑
紫
君
氏
の
も
と
大
伴
部
を
現
地
で
管
掌
す
る
伴
造
氏
族
や
、
秦
人
を
現
地

で
管
掌
す
る
勝
姓
の
氏
族
の
存
在
が
措
定
で
き
る
。
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古
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古
代
社
会
』
第
五
号　

熊
本
県
教
育
委
員
会

舘
野
和
己　

一
九
九
九　
「
ミ
ヤ
ケ
と
国
造
」　

吉
村
武
彦
編
『
古
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仏
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古
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ｂ　
「
筑
紫
・
火
・
豊
の
国
の
成
立
」　

下
條
信
行
他
編
『
新
版　

古
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縄
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古
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史
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岡
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〇
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第
１
図　
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古
代
『
延
喜
式
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郡
名
・
郡
境
一
覧
④
」（
島
方
洸
一
企
画
・
編
集
統

括
『
地
図
で
み
る
西
日
本
の
古
代
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
も
と
に
作
成

第
２
図　

国
土
地
理
院
発
行
二
〇
万
分
一
地
勢
図
「
熊
本
」（
二
〇
〇
五
年
測
量
）

を
も
と
に
作
成
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